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一

大

正

期

の
行

政

e

大
正
期

の
行
財
政

村

中
畑
村
議
会

は
大
正
七
年
に

一
一
回
、
同

八
年

に
は
八
回
開

か
れ
て
い
る
。
そ
の
時

の
議
案

は
つ
ぎ

の
よ
う
に
な

っ
て

会

い
る
。

ω
町

村
の
条
例
や
規
則
を

つ
く

っ
た
り
、
改
正
し
た
り
す
る
。
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麟縛　
大正7年 中畑村会議録

(矢吹町役場蔵)

イ

有
給
吏
員
及
使
丁
臨
時
手
当
支
給
規
程
議
定
ノ
件

(吏
員
は
俸
給
の
○

・
二
五
・
使
丁

は
同
〇

二
二
〇
、
大
正
七
年
四
月
分
よ
り
適
用
)
-

大
正
七
年
八
月
十
二
日
提
案

ロ

旅
費
支
給
規
程
改
正
ノ
件
i

同
前

ハ

中
畑
村
会
計
規
程
制
定
ノ
件
-

大
正
八
年
三
月
二
十
七
日
提
案

二

臨
時
手
当
支
給
規
程
改
正
ノ
件

(収
入
役
は
俸
給
の
○

・
二
五
、
書
記
は
同
○

・
四
、

使
丁
は
同
〇

二
二
〇
、
教
員
は
同
○

・
五
〇
、
大
正
八
年
八
月
四
日
提
案

②

町
村
費
で
す
る
事
業
。

イ

尋
常
小
学
校
へ
高
等
科
併
置
諮
問
ノ
件
-

大
正
八
年
十
二
月
二
十
七
日
提
案

㈲

歳
入
歳
出
予
算
を
き
め
る
。

776

イ

大
正
七
年
度
歳
入
出
予
算
ノ
件
。
同
基
本
財
産
、
小
学
校
基
本
財
産
、
特
別
会
計
ノ
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各
歳
入
出
予
算
ノ
件
t

大
正
七
年
三
月
二
十
七
日
提
案

。

大
正
六
年
度
歳
出
入
予
算
追
袈

生
ノ
件

大
正
七
年
三
月
三
吉

婁

鵬

ハ

大
正
七
年
度
中
畑
村
歳
出
入
予
算
追
加
更
生
ノ
件
ー

大
正
七
年
五
月
二
十
四
日
、
同
十
月
二
十
四
日
、
同
十

↓
月
十
四
日
、
同
十

一月
二
十
六
日
、

大
正

八
年

一
月

十
八
日
、
同

三
月

.
一
十
七
日
提
案

二

大
正
八
年
度
中
畑
村
歳
入
歳
出
予
算
議
定
ノ
件
-

大
正
八
年
二
月
二
十
五
日
提
案

ホ

大
正
八
年
度
歳
入
出
P
算
.吏
正
ノ
件

大
正
八
年
七
月
二
十
四
日
、
同
十
月
十
六
日
提
案

ω

決
算
報
告
を
認
定
す
る
。

イ

大
正
六
年
度
歳
入
歳
出
決
算
報
告
ノ
件

大
正
七
年
十
二
月
二
十
六
日
提
案

㈲

使
用
料
、
手
数
料
、
町
村
税
や
夫
役
な
ど
の
徴
収
を
き
め
る
。

イ

大
正
六
年
度
県
税
戸
数
割
第
二
回
賦
課
等
差
及
課
額
議
定
ノ
件
-

大
正
七
年
二
月
二
十
日
提
案

ロ

大
正
ヒ
年
度
前
期
県
税
戸
数
割
等
査
及
課
等
査
及
課
額
議
定
ノ
件
-

大
正
七
年
四
月
二
十
四
日
提
案

後
期
県
税
戸
数
割
-

同
十
月
二
十
四
日

提
案

ハ

村
税
戸
数
割
追
加
徴
収
期
限
及
方
法

二
関
ス
ル
件

大
正
七
年
十

一月
十
四
日
提
案
。
追
加
県
税
戸
数
割
-

大
正
八
年

一月
十
八
日
提
案

二

大
正
八
年
度
前
期
分
県
税
戸
数
割
貧
富
等
級
議
定
ノ
件

大
正
八
年
四
月
二
十
五
日
提
案

後
期
分
及
追
加

同
十
月
十
六
日
提
案

追
加

同
十
二
月
二
十
七
日
提
案

㈲

町
村
の
財
産
を
売
買
す
る
。

イ

土
地
処
分
ノ
件

(中
畑
、
向
原
原
野
四
反
二
畝
二
七
歩
)
-

大
正
八
年
十
月
十
六
日
提
案

ω

村
長
、
助
役
等
の
進
退
の
こ
と
。

イ

村
長
選
挙
ノ
件

(岡
崎
長

一
郎
当
選
)

大
正
七
年
八
月
二
十
九
日
提
案

ロ

村
長
退
職
慰
労
金
贈
呈
ノ
件

(前
村
長
加
藤
延
成

へ
三
〇
円
)
ー

同
十
二
月
二
十
六
日
提
案

ハ

助
役
推

セ
ン
ノ
件

(青
木
運

六
郎
、

八
月

三
日
満
期
、
再
任
)

大
正

八
年

八
月

四
日
提
案

二

収
入
役
代
理
者
撰
定
ノ
件

(書
記
吉
田
栄
二
郎
)
i

同
前
提
案

㈲

区
長
選
任

の
こ
と
。

イ

区
長
及
代
理
者
選
任
ノ
件
ー

大
正
七
年
卜
二
月
二
十
六
日
提
案

⑨

寄
附
採
納

の
こ
と
。

イ

奉
安
庫
建
築
物
寄
附
採
納
ノ
件

(煉
瓦
造
り
一
棟
、
寄
附
者
小
針
静
雄
外
二
八
「
人
、
四
八

一円
五
〇
銭
)
-

大
正
七
年
四
月
二
十
四
日
提
案
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ロ

寄
附
物
品
採
納
ノ
件

(櫟
苗
九
二
〇
本
、
価
格
四
円
、
小
学
校
造
林
地
植
林

寄
附
者
薄
葉
竹
松
)
1

大
正
七
年
五
月
二
十
四
日
提
案

ハ

寄
附
物
品
採
納
ノ
件

(雨
傘
二
〇
本

価
格

一
〇
円

小
学
校
児
童
用

寄
附
者
鈴
木
幸
太
郎
)
1

同
年
十
月
二
十
四
日
提
案

⑳

土
木
関
係
.

イ

平
鉢
ヨ
リ
字
寺
内

二
至
ル
里
道
改
修
県
補
助
工
事
施
行

二
関
シ
諮
問
ノ
件
-

大
正
八
年
四
月
二
十
五
日
提
案

09

報
告
。

イ

大
正
六
年
事
務
報
告
及
財
産
表
-

大
正
七
年
三
月
二
十
七
日
提
案

こ
れ
ら
を
み
る
と
村
会
で
審
議
す
る
案
件
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
れ
ら
村
会
で
可
決
さ
れ
た
事
を
実
際

に
行
う
の
が
村
長
で
あ
る
。
村
長
は
吏

員
や
使
丁
を
監
督

し
、
村
の
権
利
を
保
護
し
、
村
有
財
産
を
管
理
し
、
村

の
代
表
者
で
あ
る
。
ま
た
法
律
、
命
令

や
上
か
ら
の
指
令

を
処
理
す

る

の
が
村
長
で
あ
る

(明
治

.一卜

一
年
四
月
制
定

「
町
村
制
」
第

六
八
条
)
。
村
長
と
助
役
は
村
会

の
選
挙
で
選
ば
れ
、

県
知
事
の
認
可
を
受

け
て
き
ま
る
が
、
原
則
と
し
て
名
誉
職
で
あ
る
。
収
入
役
ぱ
村
長
の
推

せ
ん
に
よ
り
村
会
が
選
任
し
、
郡
長
の
認

可
を
受
け
て
き
ま
る
。
ま
た

村
内
を
い
く

つ
か
の
区

に
わ
け
て
区
長
と
代
理
者
を
お
く
。
区
長
、
代
理
者
ぱ
村
会

で
選
任
す
る
。
中
畑
村
で
は
大
正
九
年

の
区
長
と
代
理
者

が
第

↓
区
か
ら
第
九
区
ま
で
決
ま

っ
て
い
る
か
ら
、
区
の
数
が
九
区
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

旧
矢
吹
町
で
は
大
正
十

三
年

二
月

二
十
八
日

の
町

会

で
、
今
ま
で
の
区
を
改
め
て
つ
ぎ
の
五
区

に
き
め
て
い
る
。

第

一
区

第

二
区

第
三
区

第
四
区

第

五
区

こ
の
区
分
け

は
現
在

で
も
生
き

て
い
る

(

事

務

大
字
矢
吹

(字
東
側
ヒ
ニ
、
西
側
六
六
ー
イ
号
以
南
)

同

(
東
側
ヒ
四
、
酉
側
六
六
ー

ロ
号
以
北
)

大
字
中
畑
新
田

(
↓
本
木
を
の
ぞ
く
)

大
字
大
和
久

大
字
矢
吹
字
岡
谷
地
、
善
郷
内
原
、
小
松
、

一
本
木
)

撫
儲

纏

箋
四
)。

村
長

・
助
役

・
収
入
役
は
よ
く
村

の
三
役
な
ど
と
い
わ
れ
て
、

報

告

時
代

の
村
役
場
は
ど
ん
な
状
態
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
の
会
合
に
顔
を
出
す

こ
と
が
多

い
が
、
大
正

679
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中
畑
村

の

「
大
正
六
年
事
務
報
告
を
み
る
と
、

は
じ
め
に
大
正
六
年

の
事
業
が

つ
ぎ
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。

ω

中
畑
軍
人
分
会
と
中
畑
消
防
組
が
小
学
校
に
御
真
影
奉
安
所
を
建
設
中
で
あ
る
。

②

納
税
優
良
組
合
を
表
彰

し
、
十

一
月

二
十
二
日

に
は
村
農
会

・
青
年
団
に
よ
る
農
産
物
俵
米
品
評
会
と
水
稲
坪
刈

品
評
会
を
開
催
し
た
。

㈲

大
字
中
畑

・
大
畑
地
内
道
路

一
、四
六
〇
聞
(
二
六
五
メ
ー
ト
ル
)
の
改
修
工
事
を
計
画
し
、
工
事
費

二
、七
七
九
円

四
〇
銭
の
内
、
県
補
助

金
九
三

一
円

(総
工
費

の
三
分
の

一
)
を
受
け
、
村
内
よ
り
人
夫
六
三
三
人

の
寄
附
を
受
け
て
工
事
す
る

こ
と
の
承
認
を
取

り
つ
け
た
。

ω

各
種
基
本
財
産
蓄
積
条
例
を
新
設
し
、
基
本
財
産
管
理
規
程
を
改
廃
し
た
。

⑤

松
倉
字
向
原

の
国
有
林
野
を
村
の
基
本
財
産
造
成
植
林
を
目
的
と
し
て
払
下
げ
を
受
け
る
。

⑥

本
村

の
御
猟
場
七
六
〇
町

一
五

一
五
が
、

岩
瀬
御
猟
場
編

入
の
期
限
更
新
が
許
可
に
な
り
、
(大
正
六
年
七
月
三
十

↓
日
)

お
手
当
金
が

六
七
五
円
五
四
銭
六
厘
と
な
る
。

ω

各
種
基
本
金
を
流
用
し
た
も
の
は
す
べ
て
返
金
さ
れ
、
銀
行

や
郵
便
貯
金

に
預
金
し
た
。
柳
原
貸
付
地

は
大
正
六
年
契
約
を
更
新
し
た
、

貸
付
料
は
四
八
円

一
五
銭
で
借
人
は
九
人
で
あ
る
。

⑧

大
正

二
年
度
以
降
毎
年
延
納
に
な

っ
て
い
た
各
種
収
入
金

=
二
七
円
四
四
銭
は
全
部
整
理
し
た
。

⑨

大
正
六
年
十

一
月
十
七
日
収
入
役
任
期
満
了

の
た
め
、
仲
畠
馬
次
再
任
さ
れ
る
。

⑩

大
正
五
年
度

の
国
税
六
、
八

一
六
円
九
六
銭
と
県
税

三
、
〇

五
九
円
三
六
銭
は
完
納
し
た
。

こ
れ

に
続

い
て
役

場
の
事
務
の
処
理
事
項
が
並
ん
で
い
る
。

⑪

大
正
六
年
度

の
村
税

三
、
九
四
八
円
三
四
銭

の
う
ち
、
未
納
が
現
在

(大
正
七
年

二
月
)
四
六
四
円
六
七
銭

(納
税
総
額

の

=

・
八
パ

ー
セ
ン
ト
)
あ
る
。

⑫

村
会
開
会
数
七
回
、
議
決
件
数

三
七
件
。

⑬

小
学
校
の
大
正
六
年
度
卒
業
生
二
七
名
、

入
学
児
童

四
三
人
、
不
就
学
児
童

一
六
名
。

⑭

大
正
六
年
度

の
徴
兵

「
六
人
で
現
役
兵
七
人
、
補
充
兵
三
人
い
る
。
現
在
村

に
い
る
在
郷
軍
人

は

一
四
三
人
。

680
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⑮

伝
染
病

は
発
生
し
な
か

っ
た
。
種
痘
接
種

一
二
七
人
、
そ
の
内
不
善
感
七
〇
人
。

㈲

土
地
台
帳
は
大
正
六
年
中

に
税
務
署
備
付
の
も
の
と
照
合
を
終
り
、
名
寄
帳

は
宅
地
に
関
す
る
も
の
を
除
い
て
全
部
新
調
し
た
。

⑳

本
籍
人
口
は
男

一
、

]
八
三
人
、
女

一
、
一
〇

一
人
、
計

二
、

二
八
四
人
。
大
正
六
年
中

の
出
生
其

の
他

の
件
数

は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

出
生
九
〇
件

死
亡
四
七
件

婚
姻
四
〇
件

離
婚
四
件

死
産
七
件

計

一
八
八
件
。

⑱

収
受
件
数

一
、
二
五

一
件

発
送
件
数
九
九

二
件

役
場
で
の
処
理
件
数

二
五
九
件

(
『矢
吹
町
史
』
3
巻

資
料
編
H
5
ー

一七
〇
)。

こ
れ
ら
役

場
の
事
務
を
村
長

・
助
役

・
収

入
役
の
外

二
人
の
吏
員

の
最
少
限
度
の
人
数
で
処
理
し
て
い
る

の
で
、
余
程
慣
れ
た
人
で
な

い
と

処
理
し
き
れ
な

い
状
態

で
あ
る
。

こ
と
に
戸
籍
と
兵
事
事
務
は
特

に
重
要
な
事
務
で
、
と
り
わ
け

「
兵
事
事
務

ハ
国
家
事
務
中
戸
籍
事
務

ト
共

二
町
村

二
於
テ

ハ
尤

モ
厳
密

ニ
シ
テ
特

二
召
集
事
務

ノ
如
キ

ハ
大

二
苦

シ
ム
所

ナ
リ
」
(明
治

四
十
五
年
大
正
元
年
矢
吹
町
事
務
報
告
)

と

気

を

つ
か

っ
て
い
た
。

ま
た
中
畑
村

の
大
正
六
年
事
務
報
告
⑪
に
あ

っ
た
よ
う
に
、
税
の
未
納
が
多
く
、
何
度
も
督
促
し
た
り
、
督
促
専
門

の
人
を
雇

っ
た
り
し
て

い
る
が
、
中
畑
ぼ
か
り
で
な
く
、
ど

こ
の
町
村

で
も
困

っ
て

い
た
。
旧
矢
吹
町

の

「明
治
四
十
五
年
大
正
元
年
事
務
報
告
」
に
、

「且
ツ
町
税
滞
納
ノ
弊
未
ダ
脱
セ
ズ
納
期
内

二
完
納
ス
ル
モ
ノ
僅

二
約
人
員
ノ
一
割

二
過
ギ
ズ
専
務
員
ヲ
置
キ
督
促
数
次

二
至
ル
モ
尚
ホ
完
納
二
至
ラ
ズ
財

政
上
大

二
苦
ム
所
ナ
リ
」

と
あ

り
、
町
税

の
取
り
立
て

に
苦
労
し
て
い
る
と
報
告

し
て
い
る
。

こ
の
た
め
各
町
村
共
納
税
奨
励
規
程
を
つ
く

っ
て
納
税
組
合
を
作
る
こ

と
を
奨
励
し
、
優
良
組
合
を
表
彰
す

る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
、
滞
納
も
か
な
り
少
な
く
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
旧
矢
吹
町
の
事
務
報
告

を

み
る
と
、
大
正
四
年

よ
り
同
七
年
ま
で
の
町
税
完
納
率
は
そ
れ
ぞ
れ
四
七

・
一
、

四
六

・
四
、
五
三

・
六
、
六

一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
良
く
な

っ
て

い
る
が
、
完
納
率
は
高
く
な

い
。

監
督
官
庁
が
各
町
村
を
廻

っ
て
指
導

し
た
大
正
三
年
十

一
月
復
命
書

か
ら
中
畑
村

・
三
神
村

・
旧
矢
吹
町
の
分
を
抜
き
書
き
し
て
み
よ
う

(
嚢

蓬

・撃

鶉
編
語
聾

別6

ま
ず

「事
務
分
課
及
執
務

ノ
状
況
」
の
項
を
み
る
と
、
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中
畑
村

「
吏
員

ノ
配
概
噴
務

分
掌

ハ
適

当
ナ
リ
。
文
書

ノ
収

受
、

発
送
簿

ノ
保
存

等
不
都
合
ナ
シ
。
事

務

ノ
処
理

ハ
敏
速
ナ

レ
ド

モ
往

々
確

実

ヲ
欠
ク
嫌
ア

リ
・

(
以
下
略
)
」

鯉

ソ
バ

ノ
バ

三
神
村

「
一
切
ノ
事
務

ハ
一
人
ノ
書
記
之
ヲ
担
任
シ
、
助
役

二
学
務
ヲ
分
掌

シ
ア
リ
。
(中
略
)
事
務
ノ
処
理
緩
慢

ニ
シ
テ
履
々
督
促
ヲ
受
ク
ル

ノ
嫌

(以

下
略
)」

と
あ
り
、

..一神
村
で
は
μ目
記
が

一
人
で
事
務
を
全
部
す
る
の
で
は
、
時

々
催
促
を
う
け
る
の
は
無
理
も
な

い
。
中
畑
は

二
人
、
旧
矢
吹
町
で

は
三
人
の
書
記
で
事
務
を
処
理
し
て

い
る
か
ら
、
旧
矢
吹
町
は

「事
務
分
課

ハ
適
当

ニ
シ
テ
執
務
頗

ル
敏
速
ナ
リ
。
諸
簿
冊
ノ
整
理
完
全

ニ
シ

テ

(以
下
略
)」
と
ほ
め
ら
れ
て

い
る
。

つ
ぎ
に
ど
の
町
村
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
は
、
町
村
税
の
徴
収
事
務

で
未
納
の
多

い
点
で
あ
る
。
中
畑
村
で
は
未
納
が

一
、

二
〇
〇
余
円

あ

り
。
前
年
度

(
大
止
.一年
度
)

の
延
納
分
が
八
〇
余
円
あ
る
。
三
神
村
で
は
村
税
徴
収
事
務
が

い
つ
も
未
整
理
で
二
、
八
〇
〇
余
円
の
未
納

が
あ
る
。
滞
納
処
分
の
執
行
も
不
f
分
で
あ
る
。
旧
矢
吹
町
で
は
納
税
組
合
を

つ
く

り
、
納
税
奨
励
規
程
を

つ
く

っ
て
尽
力
し
て

い
る
が
、
ま

だ
多
額
の
未
納
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
不
備
な
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
全
般
的
に
み
る
と
、
明
治
二
十

二
年
に
誕
生
し
た
各
町
村
の
事
務
も
、
年
が
た

つ
に
つ
れ
て
慣
れ
て
き
た
。
大
正
時
代
に
な
る
と
事
務
処
理
の
能
率
が
あ
が
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
運
営
が

ス
ム
ー
ズ
に
な

っ
て
き
た
。

明
治
三
十
七
、
八
年

の
日
露
戦
争
後
株
式
市
場
の
好
況
に
よ

っ
て
景
気
が
よ
く
な

っ
た
が
、
明
治
四
十
年

一
月

二
十

一

大

正

八

年

日
、
東
京
株
式
相
場
が
暴
落
し
て
か
ら
日
露
戦
争
後
の
恐
慌
が
は
じ
ま
り
、
同
四
十

一
年

か
ら
物
価
が
下
り
は
じ
め
、

米
価
も
下
り
坂

に
な

っ
た
。
政
府
は
こ
の
対
策

に
当

っ
た
結
果
、
明
治
四
十
三
年

に
景
気

を
持
ち
直

し
た
も
の
の
、
同
四
十

五
年
か
ら
再
び
不

況

の
波
が
押
し
よ
せ
て
き
た
。

大
正
三
年
七
刀
、
第

一
次
世
界
大
戦
が

は
じ
ま
る
と
、
今

ま
で
停
滞
気
味
だ

っ
た
物
価
が
、
同
四
年
十

一
月
か
ら
昇
り
は
じ
め
、
戦
争
景
気

が

は
じ
ま

っ
た
。
米
価
は
大
正
六
年
か
ら
急

に
あ
が
り
は
じ
め
、
同
七
年
七
刀
富
山
県
で
米
価
引
き
下
げ
を
要
求

し
て
は
じ
ま

っ
た
米
騒
動
が

全
国

に
ひ
ろ
が
り
、
八
月

に
は
白
河
地
方
で
も
騒
ぎ
が
あ

っ
た
。
し
か
し
大
正
七
年
十

一
月
、
第

一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
同
年
十

一
月
か

ら
不
況
に
な

っ
た
。
大
正
九
年

三
月
十
五
日
、
株
式
市
場
の
株
価
が
暴
落
し
て
混
乱
し
、
戦
後
恐
慌
が

は
じ
ま

っ
た
。
物
価
ぱ
大
正
八
年
か
ら
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ぐ
ん
ぐ

ん
上
り
、
大
正
三
年
を

]
○
○
と
し
た
物
価
指
数
も
大
正
七
年
十
月

に
は

二
八
五
と
あ
が

り
、
同
八
年
八
月
が

三
二
四
、
同
十
二
月
が

三
八

一
、
大
正
九
年
三
月
が
四

二
五
と
上
昇
が
続

い
た
。
し
か
し
大

止
九
年

四
月
に
は
三
九
七
、
同
六
月
に
は
三
二
七
と
下
り
坂

に
な

っ
た
。

米
価

は
大
正
九
年

三
月
の
五
四
円
五
四
銭
を
最
高

に

(東
京
深
川

止
米
市
場
標
準
中
米

一
石
当
り
の
値
段
)

四
月
か
ら
ド
り
は
じ

め
、
同
年
十

二
月
に
は

二
六
円

三

一
銭

に
ま
で
下

っ
た
。

大
正
十
年

の
平
均
相
場
は
三
〇
円
七
九
銭
、
(大
正
九
年

は
四
四
円
六
三
銭
)

同
十

一
年

に
は
三

五
円

一
四
銭
と
な

り
、
こ
の
よ
う
に
物
価
が
急

に
三
倍

に
あ
が

っ
て
は
、
人

々
の
生
活

は
苦
し
く
な
る
ば

か
り
で
あ
る
。

大
正
十

二
年
九
月

一
日
に
起

っ
た
関
東
大
震
災
は
九
万
人
余
の
人
命
を
奪

い
、
四
六
万
五
、
○
○
○
余

の
家
を
焼

い
た
。
こ
の
復
興

の
た

め

政
府
は
イ

ン
フ
レ
政
策

を
と

っ
た
。
そ
れ
で
物
価

・
生
活
必
需
品

・
建
築
材
料

が
あ
が
り
、
大
正
十

三
年

に
復
興
景
気
が
現
わ
れ
た
。

し
か
し

そ
れ
も

↓
剛

的
な
も

の
で
、
閤
も
な
く
不
況

へ
逆
戻
り
、
不
景
気

の
う
ち
に
大
正
塒
代

は
終
り
を
告
げ
、
昭
和
塒
代

に
入
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
大
正
時
代
に
各
町
村

の
財
政
は
ど

ん
な
状
態
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

い
ま
旧
矢
吹
町

の
決
算
溜
を
み
る
と
、
歳
出

の
経
常
費

は
第
36
表

の
よ
う
に
年
々
高
く
な
り
、
と
く
に
大
正
八
年
度
か
ら
は
急

に
」尚
く
な

っ
て
い
る

の
が
目

に
つ
く
。
大
正
八
年
度

に
は
大
正
元
年
度

の
二

・
一
四
六
倍
、
同
九
年
度

に
は
三

・
四
八

一
倍
と

↓
段
と
高

く
な
り
、
同
十
年
度

か
ら
は
三
倍
台
が
続
き
、
大
正
十
五
年
度

に
は
三

・
七

六
倍
と
は
ね
あ
が

っ
て

い
る
。
中
畑
村

の
決
算
書
を
み
て
も
大
旺
卜
四
年
度

の
経
常
費

の
芝
出
は
、
大
正
六
年
度
の
二

・
八

一
倍
と
な
り
、
大

正
十
五
年
度
は
ゴ
.
・
二
〇
七
倍
と
な

っ
て

い
る
。

旧
矢
吹
町
の
決
算
占
の
歳
入

の
部
の
町
税
の
移

り
変
り
を
み
る
と
、
第
37
表

の
よ
う
に
な
る
。
経
常
費

の
増
大
に
な
る

町

村

税

に

つ
れ
て
、
税
収
入
も
ま
た
大
正
八
年
か
ら
急
増
し
て
く
る
。
中
畑
村
の
決
算
円
を
み
て
も
、
大
正
十
四
、
十
五
年
度

の
村
税
収
入
は
大
正
六
年
度

の
二

・
ニ
ヒ
八
倍
、

二

・
二
七

五
倍
と
増
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
急

に
物
仙
が
あ
が
る
と
、
町
村

で
は
当
初

の

予
算
で
は
間

に
合
わ
な
く
な
る
の
で
追
加
予
算
を
組

ん
で
予
算
額
を
多
く
す
る
。
そ
れ
に
見
合
う
収

入
を
見
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ど

こ
の
町
村
で
も
大

止
八
年
度

に
は
年
間

二
期
に
徴
収
す
る
定
期

の
外

に
、
三
度
も
追
加
の
町
村
税
を
追
徴

し
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
町
村
税

の
税
額

は
県
の
戸
数
割
税
が
基
準
と
な

っ
て
き
ま
る
。
県
税

は
国
税
に
よ
っ
て
き
ま
る
が
、
大
正
十

一
年
度

の
国
税
に
よ

83

っ
て
き
ま
る
県
戸
数
割
税
の
配
当
は
第

38
表
の
通

り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
き
ま

っ
た
県
税
が
町
村

に
割
当
て
ら
れ
て
く
る
が
、
町
村
税
は
こ
の

6



代

第

36
表

旧
矢
吹
町
大
正
時
代
の
歳
出

経
常
費
の
移
り
変
わ
り
表

第

37
表

第六編 近

年

度

明
治
四
五

大

正
元

大
正

二三四置六七八九
;二三三西

大
正
三

昭
和
元

歳
出
経
常
費

円

六
、
三
七
三
⊥

五
四

五
、
八
三
六
・昊

八

六
、
三
七
三
・
五
四
六

六
、
六
〇
七
・
二
五
〇

七
、
〇
四
七
・
三
五
〇

七
、
二
〇
9

七
一〇

九
、
七
〇
七
・
四
会

三

、
六
七
五
夫

O
O

一三
、
一八
五
・
棄

〇

三

、
六
三
八
二
五
〇

二
四
、
七
三
三
・
五
四
〇

二
〇
・
三

八
・
杢

O

き

、九
四四
λ
O
O

三

、
三
九
・七
δ

二三
、
九
杢

・八
四
〇

旧
矢
吹
町
大
正
年
度
町
税
の

移
り
変
り
表

大
正
元
年
の
歳

出
経
常
費
に
対

す
る
割
合

%

δ
?
〇

九
τ
六

δ
0
6

6
三
・七

=
O
夫

=
三
・〇

一五
二
・三

三
四
・六

三
四
(
⊥

三
三
九
・五

三
八
八
⊥

三
七
三

三
二
八
・六

三
三
四
・五

三
七
六
・O

年

度

昭大 大大 明
和正 正正治
元≡≡西 三 三=;九 八 七 六 五 四 三 二元署

町

税

円

五
、
茜

二
・
九
六
〇

五
、
三
六
五
・
九
竪

五
、
五
三
六
・
三

〇

五
、
八
九
四
・
O
O
O

六
、
七
〇
三
・
四
二
〇

七
、
〇
七
〇
三

八
〇

八
、
八
四
八
三

八
〇

三

、九
三

・
四
六
〇

一三
、七
三

・
三
〇
〇

二
〇
、
三
四
八
・
九
四
〇

一三
、五
〇亦

一
二
〇

三

、
一三
〇
・
〇五
〇

三

、四
〇五
三

〇
〇

二
〇
、九
三
二
・五
三〇

一八
、四
三
二
・六
七
〇

大
正
元
年
度
の

町
税
に
対
す
る

割
合

%

δ
O
・
〇

九
三
・
四

九
六
・
四

一
〇
二
夫

=
六
・
七

=
三
⊥

蓋
四
ム

ニ四
二
・
三

三九
五
人

皇
五
四
・
三

三
空

・九

三
究

孟

三
七
二
・七

三
六
四
・五

二
三

・O

(旧
矢
吹
町
歳
入
歳
出
決
算
書
に
よ
る
)

(旧
矢
吹
町
歳
入
歳
出
決
算
書
に
ょ
る
)

は
第
39
表

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

大
正
十
年
十
月
十
日
の
勅
令
で
税
制
が
改
正
さ
れ
て
、
等
級
が
な
く
な
り
、

割
税
が
き
ま
る
と
、
そ
れ
が
も
と
に
な

っ
て
町
村

の
戸
数
割
税
が
き
ま
る
。

割

一
円
に
つ
き
五
円

三
〇
銭

で
あ

っ
た
。

税
金

は
戸
数
割
だ
け
で
は
な

い
。

県
税
が
も
と
に
な

っ
て
き
ま
る
。
と
こ
ろ
が

一
人

一
人
の

県
税
額

は
町
村
会

の
密
議

で
き
ま
る
。
県
税
が
安
く
な
れ

ば
町
村
税
も
安
く
な
る
か
ら
、
こ
の
時

の
村
会
や
町
会

は

い
つ
も
原
案
通

り
に
は
き
ま
ら
な
い
。
か
な
り
修
正
さ
れ

る
。

た
と
え
ば

旧
矢
吹
町
会

に
提
案
さ
れ
た

「大
正
十
三

年
度
県
税
前
期
戸
数
割
賦
課
額
」
(
同
年
六
月
四
日
提
案
)

は
か
な
り
修
正
さ
れ
た
。
修
正
し
た
件
数
が

二
〇
〇
件
、

そ
の
う
ち
賦
課
額
が
安
く
な

っ
た
の
が

一
四
三
件
に
も
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
町
村

へ
の
割
当
て
額
は
き
ま

っ
て
い
る

か
ら
、
安
く
な

っ
た
者
が
あ
れ
ぽ
、
賦
課
額
が
高
く
な

っ

た
者
も

い
る
こ
と
に
な
る
。

大
正
十
年

ま
で
は
各
家

に
等
級
を

つ
け
、
そ

の
等
級

に

よ

っ
て
税
額
が
き
ま
る
の
で
、

で
き
る
だ
け
等
級
を
下
げ

て
も
ら
う
よ
う

に
し
た
い
の
が
人
情
で
あ
る
。
た
と
え
ば

大
正
七
年
度
前
期
の
中
畑
村
と
旧
矢
吹
町
の
等
級
と
税
額

一
人

一
人

の
微
税
額
が
き
め
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
県
戸
数

た
と
え
ば
第
39
表
の
時

の
旧
矢
吹
町
の
戸
数
割
税
は
、
県
の
戸
数

つ
ま
り
県

の
戸
数
割
税
の
五

二
二
倍
が
旧
矢
吹
町

の
戸
数
割
税
で
あ

っ
た
。

い
ま
中
畑
村
と
旧
矢
吹
町
の
町
村
税
の
種
類
と
そ
の
税
率
を
表

に
し
て
み
る
と
、
第
40
表

の

よ

う

に

な

684
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第
38
表

大
正
十

一
年
度
県
税
戸
数
割
配
当
額

町

村

大
正

九
年
度

直
接
国
税
総
額

同
前
に
対
す
る

戸
数
割

(A
)

旧 三 中

神 畑

 

矢

吹

村 村 村

円

=
、
奈

五
・
八
八
〇

一七
、
柔

三
・
六
δ

一六
、
一三
四
・
=
二〇

円

九
九
〇
・四
七
〇

一
、垂

五
二
九
〇

一
、
三六
九
・八
六
〇

大
正
;
年

四
月

百

現
在
戸
数

同
前
に
対
す
る

戸
数
割

(
B
)

県
戸
数
割
税
計

(
A
+
B
)

戸

三
五
五

三
六
二

五
四
六

円

一、
9

六
・
七
〇
〇

一
、
〇
三
六
・
七
四
〇

一、
棄

三
・七
6

円

二
、O
O
七
⊥
七
〇

二、
棄

丁
九
三
〇

二
、九
三
三
・
毛
O

第
39
表

大
正
七
年
度
前
期
県
税
戸
数
割
賦
課
等
差
及
課
額
表

旧 矢 吹 町

 

村畑中

賦 課 額戸 数等 級賦 課 額戸 数等 級

円

46.37

25.74

16.96

14.62

10.53

9,36
7.02

5.26

4.09
2.92

2.34

1.87

1.63

1.40
1.28

1.17

1.05

93
87

81

76
70

　
1

2

1

1

3

2

3

1

1

7

20

 

4

FO

ウ
】

り
0

1

円
11.65

 

戸
2

ρ
0

7

9

8
.

8.32

 

2

16
・14

10
11

12

13

1
「

64

58

52

1

2

46

40

35
29

23

17

11

05

19

20

16

8

21 117
22
23

17

26

24 16

25 30

26
27

17

30

28

29

23

30

30
31

132

「17

32 11

33 5

6 4.13

11 3.66
12

17

2.43

2.05

61.68

241.41

221.28

36 1.19

87 1.03

 

3

4
^
5

6

7

8

9

10

11

8371

7060

12

13

572614

46

33

21

17

14
.
10

21

20

14

14

18

18

15

16

17

18

19

20

611,910523

 

計361.68309

 

計

600　

 

数　

 

総349　

 

数　

 

総

円

1.0201戸平均賦課額
円

1.0361戸平均賦課額

685
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第
40
表

大
正
期
町
村
税
の
種
類
と
税
率
表

町

村

税

の

種

類

九 八 七 六 置 四 三 ニ ー
、 、 、 、 、 、 、 、 、

地
租
附
加
税
期
繍

の
土
地

国

税

営

業

税

附

加

税

所

得

税

附

加

税

売

薬

営

業

税

附

加

税

鉱
業

税
試

掘
税

附

加
税

戸

数

割

附

加

税

県

税

営

業

税

附

加

税

県

税

雑

種

税

附

加

税

遊
興
税
及
観
覧
税
附
加
税

騙

村
大
正
九
年
墨

,銭

本
税

丙

亙

軸
.四

二
四

二
四五

茜

二
五
〇

五
〇

旧
矢
吹
町

大
正
三
年
度
前
期銭

本
税

再

・
無

四
七一四五三

五
二〇

七
〇

八
〇

一〇
〇

第
41
表

旧
矢
吹
町
民
の
大
正
期
税
負
担

一
覧
表

る
。

こ
の
税
率

に
よ

っ
て
町
村
税
を
徴
収
し
た
が
、
町
村
税
の

大
部
分
は
戸
数
割
税
で
あ
る
。
旧
矢
吹
町
の
大
正
元
年

か
ら
大

正
十
五
年
ま
で
の

一
五
年
間

に
徴
収
し
た
町
税

の
内
訳
を
み
る

と
、
戸
数
割
税
が
全
体

の
約
四
分
の
.∴

(ヒ
ニ

・
六
パ
ー
セ
ン

ト
)

を
占
め
第

一
位
で
あ
る
。

つ
ぎ

に
多
い
の
は
国
と
県

の
営

業
税
附
加
税

(
八

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
)
で
、
地
租
七

・
四
パ
ー

セ
ン
ト
、
県
税
雑
種
税
附
加
税
ヒ

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
所
得
税

三

・
ヒ

パ
ー

セ
ン
ト
と
続

い
て
い
る
。

こ
れ
で
み
る
と
旧
矢
吹

町
で
は
戸
数
割
税
を
柱
と
し
て
、
営
業
税

・
地
租

・
所
得
税

・

雑
種
税

(自
転
車
税
を
含
む
)
な
ど
が

こ
れ
を
支
え
て
い
る
。

年

度

大
正

四年
度

五六七八九δ=三三西

世

帯

数

田∫

税

県

税

国

税

五
八
一

五
七
〇

五
七
〇

五
四
二

五
奎

五
八
七

棄
七

六
〇
〇

六
〇
二

⊥ハ
三

奎
五

円

五
、
八
九
四
6
0
0

六
、
七
〇
三
・四
二
〇

⊥ハ、
九
〇
二
・2

0

八
、
六
〇
四
・四
六
〇

=
、
六
三
八
夫

O
O

三

、
二
三
六
・
八
〇
〇

δ

、
吾

ゴ
三
六
〇

一三
、
一豆
八
λ
九
〇

二
〇
、
八
へ
七
・五
七
〇

三

、
三
二
八
・
七
五
〇

三

、五
七
一・
四
6

円

三
、
二
九
一
・七
二
五

三
、
〇
六
三
・
四
6

三
、
三

九
・
三

〇

五
、九
四
八
・
四
九
〇

六
、
一
九
七
・
七
三
〇

八
、
一
六
一
・
四
〇
〇

δ

、
西

O
・
究

O

=

、
二
杢
ハ
・
2

0

三

、五
四
ハ
・
八九
〇

三

、九
三
〇
λ
九
〇

一四
、
七
〇
五
・
δ
O

円

五
、六
一六
。五
八
〇

五
、六
六
七
・三
八
〇

五
、七
二九
・〇
六
〇

六
、九
八
六
・歪

〇

九
、
四
三

・五
三〇

九
、〇
八
九
・七
九
〇

九
、
三
九
二
・さ

O

=
、
四
三
四
・九
五
〇

九
、
三
〇
一
・八
四
〇

=
、
六
四
四
三
四
〇

一
一、
三
三
九
・八
益
O

税

総

計

税

円

一四
、
八
〇
二
・三
〇
五

三
、
四
三
四
・三

〇

一五
、
七
六
〇
三
8

三

、
五
三
九
・六
〇
〇

二
七
、
二
四
八
・八
六
〇

三
八
、
四
八
七
・究

〇

四
〇
、
〇
三
五
・八
杏

四
四
、
九
ヨ
九
・八
五
〇

四
三
、
七
三
八
・三
〇
〇

四
六
、
九
〇
三
λ
八
〇

四
七
、
さ

六
・
三
六
〇

一鴎
磁
馳
闘
禦
鵜
静

円
二
五
西
七
七

二
七
・
〇
七
八

二
七
夫
男

尭
・
七
里

四
八
・
三
八

六
五
・
昊
七

六
八
三
〇
四

茜
・
九
三
三

七
一一・
奎
五

芙
夫
四
〇

七
二
・
六
九
七

%

6
0
・
O

δ

六
・
三

一
〇
八
・
五

一五
六
・
O

天
九
・
三

二
毛

・
四

二
六
七
・
七

二
九
四
二

二
八
五
三

三
〇
〇
・八

二
八予

三
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第二章 大正期の矢吹

第42表 大正期旧矢吹町昭和40年度矢吹町歳出内訳の割合表

大正年間旧矢吹町の歳出内訳 昭和40年度矢吹町歳出内訳

系窓 」1箸望で

31.3%

/を の他

教 育 費9・9%

ユ1.0%

11防費

3.2%

」ニ イく 望亡

14.6%

漏腱 費
ユ6.o%

商工 費!.7%

民 生費 ＼

10.3%

衛 生 費

2.0%

役 土易 費

25.5%

そ の 他

242%

孝文 で」ζ望1亡

40,7%

/ 警備費
3」%

ヒ木費1.6%

三η〕嚢費2.3%

静生費2,6%

こ
れ

に
く
ら
べ
中
畑
村

の
大
正
十
四
年
度

の
税
収
入
を
み
る
と
、
戸
数
割

税
が
五
七

・
一
パ
ー
セ
ソ
ト
、
地
租
が

三
二

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
つ
の

税
合
わ
せ
て
約
九
〇
パ

ー
セ
ン
ト
が
大
黒
柱
に
な

っ
て

い
る
。

つ
ぎ
に
町
村
の
人
達
は
毎
年
ど

の
程
度

の
税
負
担
で
あ

っ
た
か
を
調
べ

る
た
め
に
、
第
41
表
を
作
製

し
た
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
大
正
八
年
度

か
ら

税

の
徴
収
額
が
急

に
多
く
な

っ
て
お
り
、

一
世
帯
当
り
の
負
担
額
も
大
正

七
年
度
頃

か
ら
増
え
、
大
正
後
期

に
は
大
正
四
年
度

の
三
倍

に
も
な

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
旧
矢
吹
町
の
大
旺
十
二
年
度

の
税
徴
収
額

は

町
民
全
所
得
総
額
の
約

=

パ
ー
セ
ソ
ト
と

い
う
数
字
が
出

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
集
め
ら
れ
た
収
入
は
ど

の
よ
う

歳

出

に
使

わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
み
よ
う

と
し
た
の
が
第
42
表

で
あ
る
。

こ
の
表

は
旧
矢
吹
町

の
決
算
書
か
ら
大
正

一
五
年
間

の
歳
出
内
訳

の
割
合
を
調
べ
た
も

の
と
、
こ
れ
と
比
較
す
る
た

め
に
昭
和

四
十
年
度
矢
吹
町
歳
出
決
算
内
訳

の
割
合
を
調
べ

た

表

で

あ

る
。

こ
の
表
を
み
る
と

ω

旧
矢
吹
町
の
教
育
費
が
歳
出
総
計

の
四
〇

パ
;

セ
ン
ト
に
な

っ
て

い
て
町
と
し
て
も
大
き

い
負
担
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ

に
く
ら

べ
て
矢
吹
町

の
教
育
費
が
少
な

い
の
は
、
教
員
の
給
与
が
県

か
ら
出
て
お

り
、
町
で
負
担
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
旧
矢
吹
町
の
教
育
費
の
う
ち

87

教
員
の
給
料
が
六
七

・
ヒ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
か
ら
、
給
料
を

の
ぞ

い

6
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て
教
育
に
支
出
し
た
の
は
教
育
費

の
三
〇

パ
ー
セ
ン
ト
位

で
あ

っ
た
。

棚

②

矢
吹
町
の
民
生
費

(社
会
福
祉
、
児
童
福
祉
)
が

一
〇

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
の
に
、
旧
矢
吹
町
で
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
旧
矢
吹
町
の
予

算

に
は
毎
年
貧
困
児
童
救
助
費
が
計
上
さ
れ
て

い
る
の
に
、

一
五
年
間

一
度
も
支
出
し
て
い
な

い
。

㈹

旧
矢
吹
町
の
勧
業
費

は
大
部
分
町
農
会
費

で
あ
る
。

そ
れ

に
く
ら
べ
て
矢
吹
町
で
は
農
林
水
産
費
と
商
工
費
合
わ
せ
て

一
七

・
七
パ
ー

セ
ン
ト
と
大
巾

に
多
く
な

っ
て
い
る
。

ω

木
工
費
も
矢
吹
町

の
方
が
多

い
。

㈲

旧
矢
吹
町
の
警
備
費
は
消
防
費
で
あ
る
。
矢
吹
町
と
同
率
で
あ
る
。

㈲

旧
矢
吹
町

の
衛
生
費

の
割
合
が
矢
吹
町
よ
り
多

い
の
は
、
隔
離
病
舎

の
建

設
費
が
含
ま
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

旧
矢
吹
町
の
土
木
費
を
み
る
と
、

土
木

に
余
り
費
用
を
か
け

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

実

際
に
は
県
か
ら
補
助

(
工
事
費

の
三
分
の

一
)
を
も
ら
い
、
地
元
か
ら
人
夫
を
出
し
て
人
夫
賃
を
寄
附
す
る
よ
う
な
形

で
、
か
な
り
の
工
事
を
し
て
い
る
。

た
と
え
ぽ
、

ω

中
畑
村

で
は
県
か
ら
四
〇
〇
余
円
の
補
助
を
受
け
て
、
中
畑
村
寺
内

か
ら
平
鉢
を
通

っ
て
小
針

に
通
ず
る
道
路
を
大

正
八

年

に
改

修

し
、

そ
の
記
念
碑
が
寺
内
、

平
鉢
間
の
道
路
わ
き

に
建

っ
て
い
る

(大
正
八
年
十
月
)。
ま
た
大
正
十
年

に
中
畑
泉
崎
線
の
道
路
改
修

工
事
に

二
四
八
円
、
大
正
十

一
年
中
畑
石
川
線
道
路
工
事

に
四
三
八
円
、
同
十

二
年

に
は
四

一
五
円
、
同
十
三
年
に
は
村
道
改
修

に
二
、
三
〇

一
円
と
、

そ
れ
ぞ
れ
県
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
土
木

工
事
を
し
て
い
る
。

②

三
神
村
で
は
大
正
三
年

↓
月
、
旧
矢
吹
町

よ
り
石
川
町

に
通

る
里
道

一
等
路
線
改
修
に
潰
地
と
人
夫

五
七
四

・
五
人

(
三
城
目

一
九

三

人
、
神

田
七
〇
人
、
須
乗
七

一
・
五
人
、
中
野
目

三
七

・
五
人
、
明
新

↓
〇
二

・
五
人
)
を
寄
附
し
て
県
の
補
助
を
願
い
出
て
い
る
。
大
正
五

年
三
月
、

三
城
目
下
町
の
坂
路
切
下
工
事

の
た
め
の
潰
地
の
寄
附
が
許
可
さ
れ
て
い
る

(同
年
四
月
)。
ま
た
、
大
正
六
年

に

一
、
二
八
九
円
、

同
七
年

五
〇
四
円
、
同
十
年

五

一
〇
円
の
県
か
ら
の
補
助
金
を
受
け
て
道
路
工
事
を
し
て
い
る
。

㈹

矢
吹
町
で
は
大
正
七
年
度
に
県

の
補
助
を
受
け
て
須
乗

に
通

る
道
路
九

五
八
間

(
一
七
四

・
ニ

メ
ー
ト
ル
)
の
改
修
工
事
を
し
て
い
る
。

土
木
費
ば
か
り
で
な
く
、

三
神
村
で
は
伝
染
病
予
防
費
、

ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
費

の
補
助
を
受
け
て
い
る

(第
43
表
)
。
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国
で
は
教
員
の
給
料
が
教
育
費

の
大
部
分
を
占

め
て
お
り
、
町
村
費

に
大
き

い
負
担
が

か
か

っ
て
教
員
給
料

の
遅
配
な
ど
が
な

い
よ
う
に
、

小
学
校
教
員

の
俸
給

の

一
部

を
負
担
す
る
市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
を
公
布

し

た

(大
正
七
年
三
月
二
十
七
日
公
布
、

四
月

一
日
施

行
)。

こ
の
た
め
大
正
七
年
度
か
ら
交
付

さ
れ
た
が
、

三
神
村

・
旧
矢
吹
町
の
交
付
金
を
あ
げ

て
み
よ
う
。
(第

44
表
)

各
町
村

で
は
西
白
河
郡
会

の
負
担
金
を
毎
年
支
出
し
て
い
る
が
、

こ
の
金
額

は
旧
矢
吹
町

の
場
合
、
平
均

し
て
毎
年

の
歳
出
合
計

の
九

・
二

第
43
表

三
神
村
大
正
期
伝
染
病
ト
ラ
ホ

パ
ー
セ
ン
ト
に
な

っ
て

い
る
。
支
出
の
約

一
割
を
分
担
す
る
の
は
各
町
村
に
と

っ
て
重
荷
だ

っ

ー
ム
予
防
補
助
金

「
覧
表

年

度

伝
染
病
予

ト
ラ
ホ
ー
ム

防
補
助
金

予
防
補
助
金

大
正
元
年
度

二三四五六七八九
6二三三西薫

円

三

・
三

三
・
〇
八

一
一三
・
九
三

三
三
・
〇
五

七
干

三
三

三

三

八

六
・交

五
・
企

六
・五
八

(
・七
〇

=

三
八

一四
・九
四

八
九
・
七
八

=
八

四

五 七 ユ弍 五

窩ll占 《 夫円

 

(
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
法

は
大
正

八
年

三
月

二
十

七
日
公
布
さ
れ
た

の
で
、
そ
れ
以
前

の
補
助

金
制
度
は
な

い
。
)

た
事
で
あ

ろ
う
。

一
方
各
町
村
で
は
で
き
る
だ
け
健
全
財
政
を
心
が
け
て
そ

の
方
策
を
考
え
て
き
た
が
、
そ
の

↓
つ
に
基
本
財
産
を

つ
く
る
こ
と
に
各
町
村

共
熱
心
で
あ

っ
た
。

ω

中
畑
村
長

は
大
正
二
年

の
村
会

で
各
部
落

に
あ
る
公
有

地
を
村
有
地

に
す
る
こ
と
を
決

議
し
た
。

こ
れ
ら
村
有
地
の
う
ち
、
大
字
中
畑

第
44
表

三
神
村
旧
矢
吹
町
の
大
正
期

市
町
村
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

の
宅
地

.
畑
地

.
山
林

.
原
野
な
ど

一
〇
ヵ
所

法
に
ょ
る
交
付
金
調

と
、
学
校
附
属
地

の
畑
地
四
カ
所
、
大
字
大
畑

年

度

三

神

村

旧
矢
吹
町

大
正

七年
度

八九δ二三三茜三

円

三
六
八
・
署

四
一
五
三
六

三
四
七
・
四
〇

三
七
七
・昊

三
四
・七
七

一、
〇
三
八
二
四

一、
三
五
・四
九

一、
〇
四
六
λ
七

一、
三
?

七
四

円

四
八
干
空

昊

三
・二
九

五
糞

三
六

五
九
三
・四
五

五
〇
二
・四
四

二
、
茜

三
・九
五

三
、
〇
七
七
・
套

二
、
四
二
八
・
套

四
、
三
九
七
・
九
五

の
宅
地

・
畑
地

・
原
野
な
ど

ニ

ヵ
所

の
立
木

約
七
万
七
〇
〇
円
を
売
り
払

い
、
そ

の
う
ち
の

四
町

一
反

一
畝

一
七
歩

に
杉

・
櫟
を
植
付

け
て

公
有
林
を
造
成
し

(造
林
費
六
〇
〇
円
内
外
)
、

剰
余
金
は
学
校
建
築
費

に
あ
て
る
計
画
を
た
て

た
。
そ
う
し
て
公
有
地
売
却
の
許
可
を
と
り
つ

け
(
大
正

二
年

二
月

二
十
日
)造
林
し
て
い
る
。

89

②

三
神
村
で
は
三
城
目
度
路
久
保

三
町
八

6
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反
八
畝

の
村
有

地
に
植
林
す

る
補
助
金

の
交
付
申
請
し
、

一
八
三
円

の
交
付
を
受
け
て
い
る

(大
正
四
年

一
月
十
九
日
)。

㈹

矢
吹
町
で
も
大
正

二
年
度

に
造
林
費
を
五
四
六
円
五
四
五
支
出
し
、
同
三
年
度

に
三
七
四
円
六
二
五
、
同

四
年
度

に
二
六
八
円

三
二
〇

(外

に
基
本
財
産
造
成
費
三
四
二
円
八
三
五
)
支

出
し
て
植
林

し
、
基
本
財
産
を
つ
く

ろ
う
と
つ
と
め
て
い
る
。

つ
ぎ
に
中
畑
村

・
三
神
村

・
旧
矢
吹
町
に
は
御
料
地
が
あ
る
の
で
、
毎
年
御
料

地
の
御
下
賜
金
が
あ
る
が
、
御
料
地

の

一
部
を
借
用
し
て
開

墾

し
た
り
、
公
共
物
を
建
て
た
り
、

一
般
の
農
民
は
御
料
地
の
ド
刈
り
、
栗
拾

い
、
茸
狩

の
払
ド
げ
を
願
い
出
る
な
ど
し
て
便
宜
を
与

え
ら
れ

て
き
た
。

ω

...神
村

で
は
隔
離
病
舎
を
建

て
る
た
め
に
三
城
目
寺
隠
の

五
反
九
歩

の
御
料
地
を
借

り
た
。
(
大
正
四
年
四
月
十
九
日
。

一
年
貸
付
料

ヒ
円
五
四
銭
)

ま
た
大
正
ヒ
年

に
は
三
城
目
寺
隠
分
の
御
料
地
七
反

四
畝
二
五
歩
を
学
校
敷
地
と
し
て
大
正
七
年

一
月

よ
り
四
年
間
借
用
し
て

い
る

(大
正
ヒ
年
十

一.月
卜

一
日
許

可
。

貸
付
料
年

に
五
円
二
三
七
)
。
ま
た
県

か
ら
恩
賜
児
童
就
学
奨
励
金
を
大
正
十

四
年
度

一
六
円
、

同

十
五
年
度

一
ヒ
円
四
〇
銭
を
交
付

さ
れ
て
い
る
。

②

中
畑
村
の
御
料
地
御
ド
賜
金

は
毎
年
四

三

円

(大
正
十
四
、
十
五
年
度
)、
旧
矢
吹
町
で
は
八
八
円
で
、
基
本
財
産

に
入
れ
て
い
る
。

旧
矢
吹
町

の
態

田
勘
之
助

は
明
治
三
十
四
年

↓
月
か
ら
御
料
地
内

の
大
池
を
借
り
て
魚

を
飼

っ
て
い
る

(
『矢
吹
町
史
』
3
巻

資
料
編
H
5
1
二
九
五
)。

こ
の
よ
う
に
、
各
町
村

で
は
で
き

る
だ
け
切

り
つ
め
た
予
算
内
で
健
全
財
政
を
目
ざ
し
、

]
時

は
好
況
だ

っ
た
が
不
況
続
き
の
大
正
期
を
苦

労
し
て
乗
り
切

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ω

大
正
期
の
主
な
で
き
ご
と

大
正
年
間
、
旧
矢
吹
町
を
中
心
に
し
て
ど
ん
な
出
来
ご
と
が
あ

っ
た
か
ふ
り
か
え

っ
て
み
よ
う
。

第

一
次
世
界
大
戦

明
治

四
十
五
年
七
月
三
十
日
、

明
治
天
皇
が
な
く

な
り

(六

一
歳
)、

大
正
と
改
元
、
同
年
九
月
十
三
日
の
御
大
葬
当

日
、
旧
矢
吹
町
で
は
遙
拝
式
が
あ

っ
た
。
大
正
四
年
十

一
月
十
日
の
大
正
天
皇

の
御
即
位
式
当
日
に
は
、
矢
吹
小
学
校

で
大
正
天
皇
即
位
礼
奉

祝
式
が
行
わ
れ
た
。

690



大
止
の
は
じ
め
に
、
矢
吹

に
は
銀
行
や
信
用
組
合
が

つ
ぎ

つ
ぎ
に
開
業
し
た
。

銀
行
が

で
き
る
こ
と

に
よ

っ
て
商
店
や
工
場
の
活
動
が

一
層
活
況
を
呈
し
、
借
用
組
合
か
で
き
て
農
家

の
経
済
生
活

へ
の
関
心
が
深
ま

っ
て

き
た
。

大
正
二
年
八
月
白
河
米
穀
商
で
は
品
質
向
上
の
た
め
に
、
他

の
地
方

に
さ
き
が
け
て
独
自

の
産
米
検
査
制
を
実
施
し
た
。
こ
の
年
米
価
高
騰

の
た
め
貧
民
の
窮
状
を
救
う
た
め
に
、
白
米
改
良
会
を
組
織
し
、
協
力
し
て
外
米

の
廉
価
販
売
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る

(隔
島
民
報
)。

大
正
二
年
中
畑
村

.
三
神
村
で
煙
草

の
試
作
を
は
じ
め
、
煙
草
耕
作
組
合
を

つ
く
り
、
本
腰
を
入
れ
て
煙
草
を
耕
作

し
て
か
な
り
の
収
入
を

欝

搬
概

あ
げ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
大
正
十
三
年
四
月
旧
矢
吹
町
に
部
山
専
売
局
須
萱
川
支
所
矢
吹

鰍轍

取
扱
所
が
設
置
さ
れ
、
同
十
四
年

一
月
十
二
日
葉
煙
草

の
第

↓
回
収
納
を
し
て

い
る
。
義

麟

蚕
粟

作
と
並

ん
で
農
家

の
だ
い
じ
な
収
入
源
で
あ
る
が
・
大
半

四
年

五
月

二
+
日
公

第二章 大正期の矢吹

卜『r

.,・黙 、幣 、、..∴ 磁 誌 纏i

矢吹銀行と職員(昭 和期)
(矢吹町中町 大木豊蔵)

設
矢
吹
繭
市
場
の
落
成
式
が
あ
り
、
六
月
二
十
日
か
ら
業
務
を
開
始
し
て
い
る
。

大
正
期
に
は
乏
し
い
町
村
財
政

の
中
で
学
校
や
役
場

の
増
改
築
や
新
築
が
行
わ
れ
て

い

る
。ω

大
旺
元
年
九
月

二
卜
.二
日

の
台
風
で
中
畑
小
学
校
の
校
舎
が
大
破
し
て
使
用
禁
止

と
な
り
、
澄
江
寺

.
正
隔
寺
を
仮
教
場
に
し
た
。
大
正

二
年
十

一
月
二
卜

二
日
中
畑
小
学

校

の
新
築
落
成
式
。

②

大
旺

二
年

四
月
矢
吹
小
学
校
二
階
建
校
舎
増
築
。

同
年
十
月
三
十

↓
日
中
畑
村
駐
在
所
新
築
移
転
。

㈲

大
旺
七
年
中
畑
小
学
校
に
奉
安
庫
を

つ
く
る
。

ω

大
正
九
年
十

一
月

二
卜
三
日
、二
神
小
学
校
に
奉
安
庫
落
成
。

91

㈲

大
正
十

一
年

六
月
欠
吹
小
学
校
ド
庭

に
校
舎
増
築
。
同
年

六
月
矢
吹
伝
染
病
隔
離

6
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い

.
、

.

諸
嬢

羅

ち
ー

蕪
齢

躍
　翻

臨

懸

.難

灘
蹴

　欝

謙

灘畷醐

、懸
馨

麟
纒

墾

　

㌧

守
備

の
た
め
、

軍
人
会
矢
吹
分
会

で
は
活
動
写
真
会

を
開
催

し
て
、

い
る

(大
正
十

一
年

二
月
十
九
日
)
。

大
正
十
年

六
月

二
十

二
日

シ
ベ
リ
ア
に
出
征
し
た

そ
の
益
金
六
五
円
を
慰
問
金
と
し
て
、

病
舎
完
成
。
同
年

十

一
月

二
十
二
日
中
畑
小
学
校

二
教
室
増
築
落
成
、
同
年
十

一
月

二
十
六
日
白
河
警
察
署
矢
吹
分
署
新
築
開
庁
式
。

㈲

大
正
十

二
年
九
月

一
日
三
神
小
学
校

二
階
校
舎
増
築
落
成
。
同
年
十

一
月
二

十
三
日
中
畑
小
学
校
二
教
室
増
築
。

ω

大
正
十
四
年
四
月
二
十
日
中
畑
村
役

場
新
築
。

⑧

大
正
十
五
年
四
月
矢
吹
小
学
校
増
築
。

大
正
三
年
七
月
二
十
八
日
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が

セ
ル
ビ
ア
に
宣
戦
布
告
し
、
第

一

次
世
界
大
戦
が
は
じ
ま
り
、
同
八
月
二
十
三
日
日
本
は
ド
イ
ッ
に
宣
戦
布
告
し
た
。

こ
の
戦
争
は
大
正
七
年
十

一
月
十

一
日
、
ド
イ
ッ
が
連
合
国
と
休
戦
協
定
を
調
印
す

る
ま
で
続
き
、
こ
の
戦
争
で
死
者

一
、
○
O
O
万
、
傷
者
二
、
○
0
0
万
、
捕
虜

六

五
〇
万
人
で
あ

っ
た
。
若
松
の
歩
兵
第
六
五
連
隊
第

五
中
隊
は
こ
の
戦

争

で

青

島

(中
国
)
守
備

の
た
め
大
正
六
年
九
月

一
日
出
発
し
て
い
る

(大
正
七
年
九
月
二
十

三
日
、
若
松
に
帰
還
)
。
大
戦
後
歩
兵
第

六
五
連
隊

は
サ
ガ

レ

ソ

(
ソ
ビ

エ
ト
)
の

(大
正
十

一
年
七
月
ま
で
。
中
畑
村
か
ら
も

二
名
出
征
し
て
い
る
)。

在

郷

仙
台
Y
M
C
A
を
通
じ
て
サ
ガ
レ
ン
に
送
金
し
て

692

 

在
郷
軍
人
会
矢
吹
分
会

は
明
治
四
十
三
年
十

一
月

三
日
創
立
以
来
、
大
正
元
年
十

一
月

に
は
創
立
記
念
事
業

の

一
つ
と
し
て
赤
沢
山
に

一
〇

町
歩
植
林
し
、
大
正
六
年
五
月
二
十
三
日
に
は
柳
池
を
借
り
て
鯉
を
飼
う
な
ど
の
事
業
を
続
け
て
い
る
。

旧
矢
吹
町
に
電

灯
が

つ
い
た
の
は
明
治
四
十
五
年

一
月
で
あ
る

(明
治
四
十
四
年
十

一
月
に
は
試
点
火
し
て
い
る
)。

国

勢

調

査

大
正
四
年
十
月
に
は
中
畑
に
、
同
六
年

に
は
三
城
目
と
須
乗

に
、

同
十

一
年

に
は
大
畑
、
同
十
二
年

に
柿
之
内
、
同
十
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三
年

に
松
倉

に
電
灯
が

つ
い
た
。

こ
の
う
ち
須
乗
で
は
大
正
六
年

一
月
の
協
議
会

で
須
賀
川
電
気
株
式
会
社
か
ら
電
気

を
ひ
く
事

を
万
場

一
致

で
決
定
し
、
部
落
共
有
金
四
〇
〇
円
を
寄
附
し
て
電
灯
を

つ
け
た
。
そ
れ
で
須
乗

は
三
神
村

で
は
電
灯

の
つ
い
た
の
は
早

い
方
だ
と
い

っ
て
喜

ん
だ
と
い
う
。
大
正
十
四
年

七
月
十
二
日
東
京
放
送
局

(
現
N
H
K
)
が
愛
宕
山
か
ら
ラ
ジ
ナ
の
本
放
送
を
開
始
し
、
(
三
月

一
日
試
験
放
送
、

三
月

二
十
二
日
仮
放
送
)
昭
和
時
代
に
な
る
と
電
気
が
日
常
生
活

に
入
り
こ
ん
で
、

ラ
ジ
オ
と
共
に
生
活
の
必
需
品
に
な

っ
て
き
た
。

大
正
七
年
米

の
値
段
が
急

に
あ
が

っ
た
た
め
、
富
山
県
に
米
騒
動
が
起
り
、

こ
れ
が
日
本
全
国
に
ひ
ろ
が

っ
て
行

っ
た
。
八
月
十
九
日
白
河

で
も
騒
ぎ
が
あ

・
た
が
、
矢
吹

で
は
目
立

・
た
騒
動

は
な
か

・
た
よ
う
で
あ
ゑ

調鶉

肺
塾

町
頁
)。

大
正
七
年
十

二
月
、

悪
性

の
流
行
性
感
冒
が
蔓
延
し
(
ス
ペ
イ
ン
風
邪
)
旧
矢
吹
町
で
は
患
者
が
、
三
、
七
五
八
名
、

そ

の
う
ち
肺
炎
を
起

し
た
も
の

一
四
名
で
、

一
二
名
が
死
亡
し
て
い
る

(福
島
民
報
)
。
こ
の
た
め
中
畑
村
で
は
伊
藤
医
師

を
懇
請
し
た
結
果
、

伊
藤

医
師

は
大
正

九
年
、
滑
津
村
よ
り
中
畑
村
に
移
転
し
て
開
業
し
た
。
当
時
旧
矢
吹
町
の
医
療
機
関
と
し
て
は
会
田
病
院

(
明
治

三
十
六
年
創
設
)
を

は
じ
め

屋
形
医
院

(大
正
元
年
開
業
)
延
寿
堂
病
院

(
大
止
十
年
開
業
)
な
ど
が
あ

っ
た

(琵
鞭
鍬
画
硬
卜
割
蜷
三
)。

大
正
八
年

三
月
二
十
七
日
結
核
予
防
法
公
布
、

ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
法
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
各
町
村
と
も
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
費

を
計
上
し
て

お
り
、

旧
矢
吹
町
で
は
全
町
に
わ
た

っ
て
ト
ラ
ホ
ー
ム
検
診
を
実
施
す
る
な
ど

(
大
正
十
年

四
月
十
八
日
～

二
十
三
日
)、

ト
ラ
ホ
ー
ム
の
予

防

に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

大
正
十
年
十

二
月
西
白
河
郡
内

の
小
作
人
が
集
ま

っ
て
小
作
人
結
成
の
気
運
が
高
ま

っ
た
。
そ
の
結
果
西
白
河
郡
自
小
作
組
合
が
組
織
さ
れ

た
が
、

一
時
的

の
も
の
で
あ

っ
た
。
大
正
十

三
年
十
月
西
白
河
郡

(釜
子
村
な
ど
)
石
川
郡
の
各
地
に
小
作
争
議
が
あ

っ
た
程
度

で
、
そ

の
後

目
だ

っ
た
動
き

は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。

大
正
十
年
、
永

い
間
争

い
続
け
て
い
た
中
畑
村
と
滑
津
村
と
の
境
界
争
い
が
解
決

し
た
。
村

の
境
界
争

い
は
安
政

二
年

(
一
八
五
五
)
中
畑

村
と
泉
崎
村
と

の
争
い
を

は
じ
め
、
ど
こ
の
村
で
も
起

っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
畑
村
と
滑
津
村
と

の
境
界
争

い
は
、
天
保
八
年

(
一
八
三
七
)

以
来
争

い
続
け

て
来
た
も

の
で
あ
る
。
慶
応
元
年
七
月
再
び
大
争
論
に
な
り
、
同
三
年
三
月
解
決
し
た
が
、
明
治
六
年
ま
た
騒
ぎ
、
同
七
年
解

93

決
、
同
九
年

ま
た
両
村
で
境
界
線
と
そ
の
取
扱

い
に

つ
い
て
の
取

り
決
め
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
後
も
騒
ぎ
が
絶
え
な
か

っ
た
が
、
大
正

6
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十
年

(
一
九

二

こ

五
月

二
十

一
日
、
中
畑
村
長
と
滑
津
村
長
ら
有
志
数
十
名
が
滑
津
原

の
水
野
谷
徳
次
郎

の
別
邸

(現
在
水
野
谷
友
次
郎
宅
)

に
集
ま
り
、
意
見
の
交
換
を
し
て
和
解
が
成
立
し
、
八
四
年

ぶ
り
に
円
満

に
解
決
し
た
。

こ
の
時
中
畑
村
長
は
こ
の
邸
を

「
平
和
館
」
と
呼
ぶ

・
と
を
提
案
し
、

高

・
れ
に
賛
成
し
た
と

い
う
い
き
さ
つ
が
、
今
水
野
谷
邸
に
残
さ
れ
て
い
る

(
『矢
吹
町
史
』
4
巻

資
料

編
皿
5
i
六
〇
七
、
六
〇
八
)。

大
正
時
代

の
乗
り
物
は
人
力
車

・
荷
馬
車
か
ト
テ
馬
車
で
あ
る
。

大
正
七
年
白
川

・
石
川
聞

の
ト
テ
馬
車
を
開
業
し
た
。
馬
車
は

一
二
人
乗

り
で
午
前
、
午
後
各

一
回
、
運
賃
は
白
川
石
川
間

六
〇
銭
で
あ
る
。
同
じ
大
正
十

三
年
に
白
河
竹
貫
間

の
バ
ス
が
開
通
し
て
い
る
が
、
自
動
車

が
馬
車

に
取

っ
て
か
わ
る
の
は
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

東
北
本
線
は
客
車

の
数
が
増
え
、
乗
客
も
貨
物
も
増
え
て
き
た
。
大
正

二
年

三
月

に
は
矢
吹
駅
で
跨
線
橋
の
建
設

に
着
手
す
る
な
ど
、
鉄
道

の
整
備
も
着
々
と
進
ん
だ
。
大
正
三
年
十

一
月

一
日
磐
越

西
線
が
全
通
、
大
正
五
年
十

一
月

二
十
九
日
白
棚
鉄
道

(白
河
棚
倉
間
)
全
通
、
同

六
年
十
月
十
日
磐
越
東
線
全
線
開
通
と
、
交
通
も

一
そ
う
便
利
に
な

っ
て
き
た
が

(
『鉄
道
百

年
略
史
』
)、

↓
方

で
は
鉄
道
の
事
故
が
あ

っ
た
。
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第
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表

中
畑
村

・
三
神
村

・
旧
矢
吹
町
の
人

口
、

世
帯
数

】
覧
表

(
明
治
期

・
大
正
期

)

年

次

明
治

一三
年

三
三
年

三
八
年

四
三
年

大
正

四
年

九
年

西
年

中

畑

村

人

[

男

女

計

 

人
七
空

九
三

九
二
二

九
九
八

一、
〇
七
三

一、
一六
三

一δ
八
六

人

七
八
九

九
四
九

九
七
六

一、
〇
四
一

一、
〇
四
八

一、
一昊

一、
二
〇
三

人

一
、五
凸

　
、
八
杢

一
、
(
九
八

二
、
〇
三九

一一、
一
三

二
、
三
九

二
、
二
八九

世
帯
数二

八
三

二
九
六

三
甕

三
=

三
二

四
二
六

四
〇
四

三

神

村

人

口

男

女

計

人

九
二
四

一δ

五
七

一、
三

三

一、
;

六

一、
三
三
二

一、
天

九

一、
二
互

人

八
八
五

一、
〇
八
三

一、
一〇
五

一、
一六
〇

一
、
三

八

一
、
三
三
六

一
、
三

三

人

一、
八〇
九

二
、
茜

〇

二
、
二
三
八

二
、
三
三六

二、
六
五
〇

二
、五
二五

二
、昊
五

世
帯
数三

璽
二
八
七

三
三
八

三
里

三
三
七

三
五
五

三
五
五

旧

矢

吹

町

人

口

男

湘
九
八
一

一、
三
〇
九

一、
一九
九

一、
二
七
七

一、
四
四
〇

一、
五
七
七

一、
七
三

女

計

人

一
、
O
O
五

一
、
三
二
六

一
、
西

七

一
、
二
八
八

一
、五
四
四

一
、六
〇九

一
、七
八
五

ん

一
、九
八
六

二
、六
三
五

二
、三
四
六

二
、昊

五

二
、
九
八
四

三
、
一八
六

三
、
四
九
七

世
帯
数三

四
三
究

四
杢

吾
三

五
八
一

二
八
七

六
〇
二

(『
矢
吹
町
史
』
第
3
巻
)



第二章 大正期の矢吹

ω

大
正
元
年
午
前
○
時

二
〇
分
、
矢
吹
駅
構
内

で
三
等
ボ
ギ

ー
卓

一
輔
、
郵
便

ボ
ギ
ー
車

一
輔
脱
線
。

②

大
正
八
年

一
月
ト
ビ
日
、
汽
車
の
火

の
粉
が
白
河
町
小
峰
寺

(道
場
町
)

の
老
杉

に
飛
火

し
て
、

白
河
町
が
大
火
と
な
る
。

一
六
四

戸
、

三
五
〇
棟
焼
失
。

㈹

大
正
十

二
年

.
月
九
日
午
前

二
時

三
ヒ
分
、
久

田
野
駅
構
内
で
列
車
交
換

の
た

め
臨
時
停
弔

の
停
車
信
号
に
な

っ
て
い
た
上
り
旅
客
列

車

の
機
関
士
が
、
こ
れ

に
気
ず
い
て
停
車

し
よ
う
と
し
た
が
、
急
勾
配
の
た

め
停
車

で
き
な
い
。
そ
の
ま
ま
引
込
線

に
入
り
、
機
関
車

は
脱
線

し
て
久
田
野
川

に
転
落
、
小
荷
物
列
車
も
転
覆
し
て
大
破
し
た
。

こ
の
た
め
即
死
六
名
、
直
軽
傷

二
三
名
を
出
す
大
惨
事
で
あ

っ
た
。

ω

大
正
十

五
年

八
月

三
十

一
日
午
後

四
時
半
頃
、
矢
吹
駅

に
落
雷
し
、
矢
吹
泉
崎
問

の
鉄
道
電
話
が

一
時
不
通
。

大
正
九
年
レ
月

一
日
、
第

.
回
国
勢
調
査
、
大
止
十

四
年
第

二
回
国
勢

調
査
が
あ

っ
た
が
、
中
畑
村
、

、.↓神
村
、

旧
矢
吹
町
の
五
年

ご
と

の

人

口
と
世
帯
数
を
あ
げ

て
お
く

(第
45
表
)
。

町
村
役
場
で
は

一
般

の
人
々
に
知
ら
せ
る
事
が
あ
る
と
文
占
を
区
長

に
川
け
る
。
区
長
は
こ
れ
を
組
長
に
届
け
る
。
組

西

白

河

郡

会

長

は
自
分
の
組

の
家

々
に
こ
れ
を
伝
え
る
と
い
う
仕
組

み
に
な

っ
て

い
る
。
大
正
十

一
年
度

か
ら
の
旧
矢
吹
町
第

一
区

の
区
長
文
君

綴
を
み
る
と
、
税
金
、
選
挙
、
皇
室
、
御
猟
場
、
衛
生
、
生
活
改
善
な
ど
の
文
書
が
多
く
、
町
農
会
関
係

の
文
淋
が
最
も
多

い
。

文
君

は

一
年
間
に
約
ヒ
0
通
く
ら
い
区

長
の
と

こ
ろ
に
廻

っ
て
き
た

よ
づ
で
あ
る

(大
止
十

一
年
ー

同
十
五
年
)。
区
長

の
と
こ
ろ
に
は
こ
の

ほ
か
に
毎
月

一
回
発
行
す
る

「
矢
吹
町
報
」

が
く
る
。
時

に
は
臨
時
号
が
出

る
。

こ
の
町
報
は
文
君
と
同
じ
騰
写
版
刷

で
、

一
般
町
民
に
知
ら

せ
る
事
項
が
並
ん
で
い
る
が
、
紙
面
の
大
部
分
は
毎
月
の
「農
事
ご
よ
み
」
が
つ
ま

っ
て
い
て
、
農
作
業

に
つ
い
て
の
注
意
や
く
わ
し
い
農
事
情

報
が
盛
り
だ
く
さ
ん
に
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
旧
矢
吹
町
の
区
長
文
出
綴
と
矢
吹
町
撮
の
中

か
ら
目
ぽ
し

い
も
の
を
拾

っ
て
み
よ
う
。

生
活
改
善
で
は
毎
年
年
末
年
始

の
虚
礼
廃
止
が
必
ず
出
て
い
る
。
大
正
十

一
年
十

二
月
.一卜
四
目
に
出
た
文
出
を
み
る
と
、

一
、
年
賀
状
及

び
廻
礼
は
親
近
者
間
に
止
め
る
よ
う

に
す
る
、
二
、
年
賀
状

は
形
式

に
遍
せ
ず
、
簡
便

に
し
て
誠
実
誠
意
を
こ
め
た
も
の
に
し
た
い
、
三
、
宴

会
を
な
る
べ
く
廃
す

よ
う
に
、

五
、

歳
暮
、

年
玉
は
な
る
べ
く
略
し
、
特

に
通
り

一
ぺ
ん
に
贈
答
品
の
交
換
は
絶
対

に
廃
止
す
る
、

九
、

門

95

松
、
し
め
飾

り
ぽ
な
る
べ
く
質
素

に
す
る

(財
団
法
人
生
活
改
善
同
盟
会
)
な
ど
が
書
か
れ

て
い
る
。

6
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食
生
活
改
善
の

一
つ
と
し
て
大
正
十

一
年
八
月
、

旧
矢
吹
町
農
会

か
ら

「文
化
生
活

の
第

一
歩
、

小
麦
粉
食

の
推
奨
」

と
し
て
家
庭
用
パ

ン

.
蒸
し
パ

ン

.
ビ

ス
ケ

ッ
ト

・
ウ
ド
ン
の
製
法

(東
亜
製
粉
㈱
)
を
書

い
た
チ
ラ
シ
を
く
ぽ

っ
て
い
る
。
白
河
で
は
じ
め
て
パ
ン
の
製
造
を

は
じ
め
た
の
が
大
正
十
二
年
と
い
う
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
チ
ラ
シ
を
各
家
に
く
ば
ら
れ
て
も
、
大
し
て
気
に
と
め
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
て
の
時

の
記
念
日
は
大
正
九
年
六
月
十
日
で
あ
る
が
、
大
正
十

一
年

の
時
の
記
念
日
の
チ
ラ
シ
に
は

「
六
月
十
日
正
午
、
松
村
製
材

所
ノ
汽
笛

ニ
ヨ
リ
各
人
各
戸
御
持

ノ
時
計
ヲ
正
確

ニ
ナ
サ
イ
。

(但

シ
鳴
終
リ

ノ
時
規
正

ノ
コ
ト
)
」
と
あ
り
、
「時

ノ
観
念

ハ
文
化

ノ
尺

度

ナ

リ
。
時

ノ
浪
費

ハ
最
大
ノ
奢
移
ナ
リ
。
時

ハ
金

ナ
リ
。」
な
ど
と
か
た
く
る
し
い
標
語
が
書

か
れ
て
い
る
。

大
正
九
年
十

二
月
十
六
日
内
務
省
は
自
動
車
、
人
力
車
、
自
転
車
、
通
行
人
の
交
通
取
締
を
す
る
道
路
取
締
令

を
公
布
し
た
が
、
大
正
十

一

年

五
月

に
配
ら
れ
た
交
通
安
全
の
チ
ラ

シ
を
み
る
と
、

一
、
左
側
ヲ
通
行
ス
ル
コ
ト

一
、
牛
馬
諸
車
等
ハ
夜
間
灯
火
ヲ
用
ヰ
ズ
シ
テ
通
行
セ
ザ
ル
コ
ト

一
、

一
人
乗
ノ
自
転
車

二
二
人
乗
ラ
ザ
ル
コ
ト

一
、

ノ
ナ
ギ

馬
ノ
ロ
綱
ハ
三
尺
以
内
ヲ
把
ル
コ
ト

一、
店
先
ニ
ハ
馬
繋
石
又
ハ
杭

ノ
設
備
ヲ
ナ
シ
馬
ヲ
繋
二
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

な
ど

一
八
項
目
あ
り
、
自
動
車
は
ま
だ
走

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
自
動
車
の
項

は
な
い
。
大
正
十

一
年

七
月
十
七
日
付
矢
吹
町
報

の
余
白

に
、
県
で
募
集
し
た
左
側
通
行
の
標
語
が
書

い
て
あ
る
。

左
側
通
行
は
道
徳
の
奥
に
通
ず

ま

と

つ
づ
れ
纒
え
ど
心
は
錦

納
豆
売
子
も
ひ
だ
り
が
わ

行
儀
正
し
い
親
子
の
し
つ
け

道
は
行
く
に
も
左
側

ふう
し

こ
の
標
語

の
最
後

に

「
左
側
さ
え
通
れ

ぬ
く
せ
に

普
選
な
ど
と
は
虫
が
よ
い
」
な
ど
と

い
う
風
刺
漫
画
の
よ
う
な
標
語
が
の

っ
て
い
る
。

こ
の
普
選
と

い
う
の
は
普
通
選
挙
法
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時

の
選
挙
権

は
納
税
額

に
よ

っ
て
制
限
さ
れ

て
い
た
の
で
、

日
本
人
な
ら
誰
で
も
選

挙
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
と

い
う
運
動
は
明
治
三
十
年
頃

か
ら
起
こ
り
、
根
強

い
運
動
を
続
け
て
き
た
が
、
大
正
八
年

よ
り
急

に
こ
の
運
動

が
盛
り
あ
が
り
、
大
正
十

一
年
頃
は
普
通
選
挙
法

で
世
の
中
が
騒
い
で
い
た
時
な

の
で
、

こ
の
よ
う
な
標
語
が
生
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
普
通

選
挙
法
は
大
正
十
四
年
五
月
五
日
公
布

さ
れ
、
二
五
歳
以
上
の
男
子
な
ら
だ
れ
で
も
選
挙

で
き
る
よ
う

に
改

正
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
西
白
河
郡
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の
有
権
者

は
大
正
十

四
年
十
月

の
四
、
0
0
三
人

(総
人

口
の
五

・
九

パ
ー
セ
ソ
ト
)

か

ら
、
昭
和

三
年
十
月

に
は

二
二
、

二
四
九
人
と
な
り
、
総
人
口
の

一
九

.
六
パ
ー
セ
ン
ト

に
増
え
た
(
『白
河
市
史
』
下

一
山ハ
一
、
↓
山ハ一一百ハ)。

こ
の
た
め
旧
矢
吹
町
役
場
で
は
県
会
議
員
選
挙
人
名
簿

を

調
製
す
る
た
め
、
大
正
十
五
年

八
月

二
十
七
日
区
長
を
通
し
て
満

二
五
歳
以
上
の
男
子
は

届
出
る
よ
う

に
と
の
文
書
を
出
し
て
い
る
。

大
正
十

一
年
十

一
月

二
十
六
日
白
河
警
察
署
矢
吹
分
署
の
新
築

開
庁
式
が
あ
り
、
同
十

四
年
十
二
月
十
五
日
矢
吹
分
署
内

に
矢
吹
人
事
相
談
所
が
創
設
さ
れ
た
。
翌
大
正
十
五
年

七
月

一
日
矢
吹
分
署
を
廃
止
し

(明
治
十
三
年

二
月
設
置
)、

矢
吹
警
察
署
に
昇
格
し
、

七
月
卜
日
昇
格
祝
賀
式
が
あ

っ
た
。

大
正
十
年
六
月
六
日
公
楽
館

の
建
設
が
許
可
さ
れ
、

鍮

騨

隔

灘

灘

、

欄

難

離

頴
灘

・
籔

套
、

響

馨
購

難
察

熱
麟

灘

灘
、

醗

撫

仲徳
、

、

麟

七
月
開
館
し
た
。
こ
の
時
矢
吹
町

一
区

の
処
女
会
な
ど
が
出
演
し
て

納
涼
演
芸
会
が
開
か
れ
た
。
公
楽

館
は
活
動
写
真

・
芝
居

・
演
芸
な

ど
の
娯
楽
の
殿
堂
で
あ

っ
た
が
、

各
種
の
催
し
も
の
に
も
利
用
さ
れ

娯
楽
ば

か
り
で
な
く
集
会
所
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
き

た
。
矢

吹
信
用
購
買
組
合
を
は
じ
め
各
官

庁
や
団
体
で
も

つ
ぎ

の
よ
う

に
公

楽
館
を
利
用
し
て
い
る
。

}咽 畔 ・点曲・一呼w州 一

i灘3舞
i曲 鷺翻

臨,

蓑縄

夢

謬

欝

羅

盛灘劃
公楽館建設許可
(矢吹町中町 仲西藤次蔵)
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大
正
十

↓
年

五
月
十
三
日
保
倹
貯
蓄

二
関

ス
ル
活
動
写
真
会

(木
戸
、

ド
足
共
無
料
)。

五
月
二
十

三
日
双
葉
水
害
遭
難
者
救
済
金
募
集
活

98

動
写
真
会

(木
戸
大
人
三
〇
銭
、
小
人

↓
五
銭
、
学
生

一
〇
銭
)
。
十

一
刀
十

一
日
観
菊
素
人
演
芸
大
会

(
二
日
間
)
。

6

大

正
十

二
年
十

↓
月
十

↓
日
産
業
組
合
員
慰
安
活
動
大
写
真

(ド
足
料

五
銭
)
。
十
二
月

三
日
岩
瀬
御
猟
場
内
関
係
地
主
会

(手
当
金
配
当

協
議
)。

大
正
十
四
年
十

一
月

二
十

　
日
産
業
組
合
宜
伝
講
演
会
兼
浪
花
節
会
。
十

二
月
八
日
伊
豆
陸
軍
少
将

(乃
木
将
軍
崇
敬
者
)
講
演
会
。

大
正
十
二
年

三
月
↓.一十

一
日
、
西
白
河
郡
会
が
明
治
三
十
年
十

↓
月
二
十
日
創
設
以
来

二
六
年
間
で
廃
止
に
な

っ
た
。
し
か
し
郡
長
と
郡
役

所

は
引
き
続
き
大
正
十
五
年

七
月

一
日
ま
で
存
置

さ
れ
た
。
郡
会
は
県
庁
と
町
村
役
場
と
を
つ
な
ぐ
役
目
を
し
て
い
た
が
、
交
通
が
便
利

に
な

り
町
役
場
吏
員

の
事
務
処
理
に
慣
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
必
要
性
が
な
く
な

っ
た
と
し
て
、
各
郡
市

に
存
在
の
可
否

に
つ
い
て
調
査
し
た
。
そ

の
結
果
西
白
河
郡
と
し
て
ぱ
県
南
諸
郡
と
共

に
存
続
を
希
望
し
た
が
、
県
全
体
と
し
て
は
希
91
し
な

い
郡
が
多

か

っ
た
事
も
あ

っ
て
郡
会
廃
止

と
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
六
年
間

の
西
白
河
郡
会

は
、

ω

農
事
巡
回
教
師

(の
ち
に
農
業
技
術
員
)
を
採
用
し
て
郡
内
の
農
事
指
導

に
当

っ
た

(明
治
三
十
三
年
度
よ
り
)

②

土
木
事
業
を
推
進
し
、
と
く

に
明
治
.二
十
五
年
度
に
は
石
川
郡
と
共
同
で
滑
津
村
代
畑

の
橋

と
一一.神
村

の
明
新
橋
を
架
け
た
。

㈲

郡
立
農
学
校
を
建
て
て
県

に
移
管
し
、
高
等
女
学
校
を
管
理
し
て
こ
れ
も
県

に
移
管
す
る
な
ど
教
育
間
題
を
重
視
し
た
。

そ

の
ほ
か
部
会
議
事
堂
を
新
築
し
た
り
、
(明
治
.∴
十

四
年

十

↓
月
十
五
日
)

各
種
団
体

に
補
助
金
を
出
す
な
ど
、

か
な
り
の
事
業
を
し
た

が
、
何
と
い

っ
て
も
各
町
村

の
分
担
金
が
大
き

か

っ
た
経
済
的
理
山
が
廃
止
の
大
き
な
原
因

に
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

大
正
十

二
年
九
月

↓
日
関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
。
(
マ
グ

ニ
チ

ュ
ー
ド
七

・
九
、

死
者
九
万

↓
、

三
四
四
人
、

全
壊

関

東

大

震

災

焼
失
四
六
万
四
、
九
〇
九
戸
)
地
震
と
火
災
に
よ

っ
て
東
京
横
浜
方
面
は
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
が
、
矢
吹
地
方

で
も

か
な
り
の
強
震
で
、
時
計
が
と
ま
り
、
戸
棚
の
上

の
物
品
が
倒
れ
た
り
落
ち
た
り
し
た
。
午
後

四
時

二
分
に
揺
り
返
し
が
あ

っ
た
。
白
河
警
察

署
矢
吹
分
署
で
は
九
月

二
日
よ
り
約

一
五
日
間
、
署
員

・
消
防
組
等
が
出
動

し
、
避
難
民

の
救
護
、
そ

の
他

の
警
戒
に
当

っ
た
。
九
月
六
日
旧

矢
吹
町
長

は
、
福
島
県
知
事

の
告
諭
が
九
月
五
日
に
出
た
こ
と
に
つ
い
て
町
民

に
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝

え
た
。
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「罹
災
地
は
交
通
通
信
網
が
杜
絶
し
て
誇
大
な
流
二.一口が
流
れ
な
い
と
も
限
ら
な
い
が
、
官
憲
が
必
死
に
な

っ
て
復
興
の
努
力
を
は
じ
め
た
の
で
、
応
急
救
援

の
為
義
損
金
を
集
め
、
避
難
民
の
収
容
救
護
、
相
互
に
消
息
を
連
絡
し
合
い
、
災
害
に
か
こ
つ
け
て
私
欲
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
人
心
を

惑
乱
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
。」

同
じ
く
九
刀
六
日

に
旧
矢
吹
町
長

は
義
掲
金
募
集

を
町
民

に
呼
び

か
け
た
。
九
月
八
口
に
は
町
長
が
、

「今
度
の
震
災
で
横
浜
生
糸
取
引
所
全
滅
、
京
浜
地
方
の
銀
行
倒
壊
の
た
め
、
生
糸
貿
易
が
と
ま
り
、
製
糸
所
や
繭
仲
買
商
店
で
は
秋
蚕
繭
の
取
引
を
中
止

し
て
い
る
。
養
蚕
家
に
は
投
売
な
ど
を
し
な
い
で
、
適
当
な
乾
燥
所
で
十
分
乾
燥
し
、
取
引
所
が
回
復
す
る
ま
で
貯
蔵
し
て
お
く
よ
う
に
。」

と
町
民
に
通
知
し
て
い
る
。

ま
た
同
日
付

の
矢
吹
町
報

に
は
前

の
繭
の
売
買

の
.要
点

の
外

に

「災
害
の
影
響
が
地
方

に
ま
で
延
び
、
人
心
は

ひ

ご

不
安
に
な

っ
て
い
る
が
、
流
言
蛮
語

に
ま
ど
わ
さ
れ
て
不
測
の
厄
害

の
お
こ
ら
な

い
よ
う
に
。」
「東
京
市
に
於
け
る
囚
人
や
被
告
人
を
釈
放
し

た
の
で
、

地
方

に
流
れ
出
て
非
行
を
屯
ね
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
警
戒
す
る
よ
う
に
。」

と
い
う
文
が

の
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
折
も
折
、

白
河
に
殺
害
享
件
が
発
生
.し
た
。

白
河

で
は
朝
鮮
人
や
社
会
主
義
者
が
混

乱

に
つ
け

こ
ん
で
、

到
る
処
で
暴
動
を
起
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
流
言
輩
語

(
デ

マ
)

が
流
れ

ふ

ら

ち

た
。

さ
ら
に
不
屠
な
朝
鮮
人
が
白
河
方
面
に
潜
入
し
た
と
い
う
デ

マ
が
あ

っ
た
の
で
、
白
河
警
察
署
は
消
防
組

・
在
郷
軍
人
分
会
や
帰
省
中

の

大
学
生
が
警
備
隊
を
編
成

し
て
、
興
奮
気
味

で
警
戒
に
当

っ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
九
刀
七
日
午
前

二
時
頃
白
河
郵
便
局
臨
時
電
報
配
達
夫

の
聾

ど

も

で
吃

り
の
ど
夫
が
朝
鮮
人
と
間
違
わ
れ
て
、
草
刈
鎌

・
鳶

口

・
竹
槍
を
持

っ
た
警
戒
中

の
消
防
夫

一
〇
余
人

に
襲

わ
れ

て
殺

さ
れ
て
し
ま

っ
た

(一謂
璽
塾

評
)。

そ
れ
で
も
日
が
た

つ
に
つ
れ
て
人
心
の
動
揺
も
収
ま
り
平
静
に
.戻

っ
た
が
、
旧
矢
吹

町
で
集
め
た
義
捕
金

は
区
長

・
軍
人
分
会

・
青
年
団

・

処
女
会
幹
部
の
尽
力

に
よ
り
七
八
九
円
四
〇
銭

に
達
し
、

ほ
か
に
愛
国
婦
人
会
分

の

一
二
円
五
〇
銭
あ

っ
た

(矢
吹
町
報

一
〇
月
号
)
。

中
畑
村

・
三
神
村

・
旧
矢
吹
町

喜
W
の
矢
吹
が
原
を
中

心
と
し
て
よ
く
機
動
演
糧
が
行
わ
れ
た
。
大
正
二
年
十
月
十

三
日
矢
吹
が
原
で
特
別

騎
兵
演
習
が
あ

っ
た
。
大
正
十

二
年

三
月
十
九
日
陸
軍
航
空
学
校

千
葉
分
校

の
無
線
電
信
隊
が
、
矢
吹
三
春
間
で
無
線
電
信
の
野
外
演
習
が
あ

っ
た

(
二
日
間
)。
大
正
十
五
年
十
月
二
十
九
日
よ
り
第
二
師
団
秋
季
機
動
演
習
が
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
演
習
前
に
で
き
る
だ
け
農
産
物
を
収

99

穫
し
、
見
物
人
ら
に
よ
る
損
害
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
さ
れ
た
い
と
、
十
月
十
六
日
付
で
町
役
場
か
ら
注
意
書
が
出
て
い
る
。

6
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大
正
十

三
年

一
月

二
十
六
日
皇
太
子
殿
下
御
婚
儀
当
日
、
旧
矢
吹

町
で
は

つ
ぎ

の
よ
う
な
奉
祝
行
事
が
あ

っ
た
。

oo

一
、
小
学
校
で
は
三
大
節
と
同
じ
よ
う
に
拝
賀
式
を
行
い
、
終

っ
て
か
ら
旗
行
列
を
す
る
。

一
、
各
家
で
は
早
朝
か
ら
神
棚
に
灯
明
を
あ
げ
、
国
旗
を
立
て

7

る
。

「
、
小
学
校
の
式
後
町
の
祝
賀
会
を
開
催
す
る
。
会
費
五
〇
銭
。

一
、
小
学
校
生
徒
に
紅
白
の
餅
を
く
ば
る
。

「
、
町
長
は
町
を
代
表
し
て
賀
表
を
奉

呈
す
る
。

一
御
慶
事
記
念
事
業
と
し
て
、
本
年
中
に
=
　
一
名
ず
つ
出
て
町
有
林
を
整
理
し
、
御
慶
事
記
念
林
を
設
定
す
る
。
ま
た
大
池
保
勝
会
を
祝
賀
会

の
席
上
提
案
し
、
将
来
大
池
公
園
を
設
定
す
る

(矢
吹
町
報

一
月
二
十
二
日
臨
時
号
)
。

大
正
十
五
年

(
一
九
二
六
)
大
正
天
皇
の
御
病
気
が
重
く
な
り
、
十

二
月

四
日
旧
矢
吹
町
で
は
矢
吹
神
社
で
天
皇

の
御
病
気
平
癒
祈
願
式
を

行

っ
た
が
、

十

二
月
二
十
五
日

つ
い
に
死
去
さ
れ
た

(四
八
歳
)
。
そ
う
し
て
昭
和
と
改
元
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
旧
矢
吹
町
で
は
十

二
月

二
十

八
日
各
家
庭

へ
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
項
を
周
知
さ

せ
た
。

一
、
歳
末
、
年
始
の
贈
答
、
松
飾
、
〆
飾
、
供
え
餅
は
遠
慮
す
る
こ
と
。
二
、
新
年
祝
賀
式
は
行
わ
な
い
。
三
、
忘
年
会
、
新
年
会
等
は
遠
慮
す
る
。
四
廃

朝
中

(十
二
月
三
十
日
ま
で
)
と

一
月

一
日
、
三
日
に
は
弔
旗
を
掲
げ
る

(以
下
略
)
。

大

正
天
皇

の
御
大
葬

は
明
け
て
昭
和

二
年

二
月
七
日
取
り
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う

に
し
て
大
正
時
代

の

一
五
年
間
は
終

り
を
告
げ
た
。

ふ
り
返

っ
て
み
る
と
、
大
正
時
代

は
明
治
時
代
の
文
物
を
そ
の
ま
ま
受
け

つ
ぎ
、

こ
れ
を
昭
和
時
代
に
引
き

つ
い
だ
と
思
わ
れ
や
す

い
が
、

実
際

に
は
経
済
界
の
不
況

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
も
、
役

場
や
学
校

の
新
築

・
増
改
築
、
銀
行

・
産
業
組
合
の
創
立
、
各
部
落

に
電
灯
が
と
も
る
な

ど
数
、兄
れ
ぽ
き
り
が
な

い
ほ
ど
各
方
面
の
施
設
が
充
実
し
、
文
化
面
で
も
大
き
な
発
展
を
し
た
時
代
で
あ

っ
た
。
各
町
村
役
場
で
は
県
知
事
i

郡
長
i
町
村
長
-
区
長
ー
組
長
と
上
か
ら
下

へ
の

一
方
通
行

の
中
に
あ
り
、
役
場

の
仕
事
が
規
則
ず
く
め
の
中

に
あ
り
な
が
ら
も
、
重
要
な
問

題

に
つ
い
て
は

一
般
の
人

々
の
意
見
を
取

り
入
れ
る
な
ど
、
地
方
自
治

へ
進
も
う
と
す
る
意
欲
が
出
て
き
た
こ
と

は
う
れ
し

い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま

り
各
町
村

の
行
政
は
文
物

の
発
達

に
と
も
な

っ
て

一
段
と
充
実
し
た
時
代
で
あ
る
。

一
般
の
人
々
も
自
分
の
思

っ
て
い
る
こ
と
を
自
由
に

発
表
で
き
る
世

の
中

に
な

っ
て
き
た

こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
が
、
大
正
十
四
年
普
通
選
挙
法

の
公
布
を
み
る
と
同
時
に
、
社
会
主
義
運
動
を
弾

圧
す
る
た
め
と
見
ら
れ
る
治
安
維
持
法
が
公
布

さ
れ
、
言
論

の
自
由
が
必
ず
し
も
守
ら
れ
な
く
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
時
代
は
昭
和
時
代

へ
受
け

つ
が
れ
て
行
く

の
で
あ
る
。

(石
井

亘
)
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0

産

業

明
治
四
十
四
年
九
月
、
今
ま
で

一
九
円
台

で
あ

っ
た
東
京
市
場

の
米
相
場
が

一
石

二
〇
円
台

に
な
り
、

一
時

一
〇
円
台

明
治
よ
り
大
正

へ

に
下

っ
た
が

ま
た

二
〇
円
台
に
な

り
、
明
治
四
十
五
年
を
迎
え
た
。
米
値
が
高
く
な

っ
て
何
と
な
く
落
ち

つ
か
な
か

っ

た
四
月
二
十
七
日
、
中
通

り
各
郡
、
と
く
に
安
達

・
伊
達
郡
に
霜
害
、
五
月
十

一
日
に
も
大
霜
が
あ
り
、
中
通
り
の
桑
畑
二
万

二
、

四
九
四
町

歩
に
被
害
、
同
月

二
十
五
日
中
通
り
地
方

に
霜
害
、
桑
畑

五
、

六
七
七
町
歩

に
被
害
が
あ
り
、養
蚕
家

に
大
き
な
損
害
が
あ

っ
た
。
七
月

一
日
、

東
京
市
場

の
米
相
場
が
今

ま
で

に
な

い
二
四
円
台

の
高
値

に
な
り
、
同
月
二
十
日
に
は
株
価
が
大
暴
落
し
、
何
と
な
く
不
景
気

に
な

っ
て
き
た

七
月
三
十
日
、
国
民
あ
げ

て
の
全
快

の
祈
り
も
む
な
し
く
、
明
治
天
皇
が
な
く
な
り
、
皇
太
子
殿
下
が
天
皇

の
位
に
つ
か
れ
て
大
正
と
改
元
さ

れ
た
。

同
年
九
月

一
日
、
台
風

に
よ
る
大
雨
で
各
地

に
被
害
、
同
月
二
十
三
日
台
風

に
よ
る
暴
風
雨

で
、
会
津

.
中
通

り
地
方
に
被
害
が
出

て
、
稲

作
が
気
が
か
り
に
な

っ
て
き
た
。
東
京

の
米
相
場
も

二
〇
円
台
を
割
ら
ず
、
白
河
で
も
年
間
通

し
て
白
米

の
相
場
が

二
〇
円
九
六
銭

(明
治
四

四
年
が

一
七
円

三
〇
銭
)
、
東
京

の
白
米
小
売
相
場
が

二
五
円

五

一
銭

(明
治
四
四
年
が
二

一
円
七
八
銭
)

と
な
り
、

下
層
民

の
生
活

は

一
層

ひ
ど
く
な

っ
て
、
夜
逃
げ
す
る
者
が

ふ
え
、
都
会
で
は
木
賃
宿

や
無
料
宿
泊
所
が
満
員

に
な
る
と

い
う
世

の
中
に
な

っ
て
き

た
。

大

正
時
代

の
矢
吹
町
の
農
業
、
と
く

に
米
作
り
は
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う

か
。
矢
吹
町

の
明
治

四
十
三
年
、
大
正
三
年
、

米

作

同

六
年

の
米

の
収
穫
高
を
く
ら
べ
て
み
よ
う

(第
46
表
)
。

つ
ぎ
に
矢
吹
地
区
の
米
の
作
付
反
別
と
と
れ
高

の
移

り

か

わ
り
を
み
よ
う

(第

47
表
)。
ま
た
矢
吹
地
区
の
米

の
と
れ
高

の
移
り
か
わ
り
は
第
48
表

の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
表

の
と
れ
高
を
み
る
と
大
正

剛

の
は
じ
め
に
く
ら
べ
て
、
大
正
の
終
り
も
た

い
し
て
増
え
て
い
な

い
。

こ
れ
は
西
白
河
郡
で
も
同
じ
で
あ
る

(第
49
表
)
。
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第
46
表

矢
吹
町
の
米
の
と
れ
高

第
47
表

矢
吹
地
区
の
稲
の
作
付
反
別

地

区

別

明
治
四
三
年

　
大
正

三
年

　

大
正

六年

中

畑

地

区

三
神

地

区

矢

吹

地

区

石

三
、
二
克

五
、
九
]七

三
、
五
三
五

石

五
、
八
穴

五
、
六
八
二

三
、
一
某

石

五
、
七
九
七

四
、
八
八
五

二
、
五四
九

　

矢
吹
町
合
計

一

三
、
七
三

一

西
、
六
芙

三
、
二三

隔

考

　

豊

作

凶

作

作
付
反
別

明
治
四三
年

陸 樗 梗

米 米

 

米

合

計

町

西
O
・七

二
五
・O

亭
五

一究
三

大
正

・互

大
正

輩

大
正
δ
年

大
正
蓋
年

町

三
六
・
九

量

・
〇

一〇
・
O

≡

ん

町

一
四
〇
・
〇

二亭

〇

三
〇
・
O

一九
五
・O

町

三
9
0

三
・0

6
?
O

二
歪

・O

町

三
?
〇

一五
・O

;
O
・O

二
奎

・O

702

 

第
48
表

矢
吹
地
区
の
米
の
と
れ
た
量
と
と
れ
高

年

次

明
治
四
三

大
正

三五六七八九δ三西一五

米

の

と

れ

た

量

梗

米

儒

米

一
陸

米

合

計

石

ゴ
、
九
五
四

二
、
六
9

二
、
五
三

二
、
一六
七

二
、
三
三
五

二
、
一七
〇

二
、
六
八
〇

ご
、
δ
〇

二
、
一豊

二
、
一.三
五

『

〇
九
三

石
五
二
轟

四
七
五

三
二
五

三
七
八

三
五
〇

二
五
〇

四
〇
〇

冗
五

二
〇
三

三
七

一朶

石
昊

一〇
〇

=
ハO

ゴ三
〇

三
二
〇

二
五
〇

五
〇
〇

九
〇
〇

八
〇
〇

一、
二
〇
〇

一、
〇
九
〇

石

三
、
五
三
五

三
、
一七
六

二
、
九
九
七

ご
、
八
六
五

三
、
O
O
玉

二
、
六
七
〇

三
、
五
八
〇

三
、
一九
五

三
、
;
八

三
、
茜

二

三
、
克

O

米

の

と

れ

高

梗

米

儒

米

陸

米

一
合

円

計

円

三
七
、六
八
〇

四
七
、套

四

八
四
、九
三
〇

=

五
、〇
一
〇

茜

、茜

〇

七
三
、四
〇
〇

六
九
、六
〇
〇

莞

、〇
五
〇

六
八
、九
三
〇

円

五
、
五
二
五

八
、
三
一六

一三
、
三
〇
〇

一九
、
二
三
五

九
、
二
〇
〇

七
、
八
〇
〇

六
、
九
〇
二

七
、
.二七
八

六
、
一五
四

二
、
〇
八
〇

六
、
四
〇
〇

一
一、
八
四
〇

三

、
二
〇
〇

6
、
O
O
O

三
、
四
二
〇

ゴ
、
四
〇
〇

三
、六
八
〇

四
、
二
五
〇

円

四
五
、
二
八
五

杢

、
三九
〇

一
6

、
〇
七
〇

一
五
五
、
四四
五

七
三
、九
四
〇

八
四
、七
二
〇

七
八
、九
〇
二

九
〇
、
δ
八

克

、三
三
四

第
49
表

西
白
河
郡
の
米

の
と
れ
た
量

年

次

一米
の
と
れ
た
量

皿一
明
治
四
四

四
五

大
正

五三 三6九 八

石

八
八
、
〇
九
二

七
六
、
九
ゼ
九

八
七
、
二
五
〇

八
六
、
七
四
〇

空

、
七
七
三

七
九
、
〇
八九

粂

、
三六
三

七
八
、
ゴ三
〇
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大
旺
十

一
年

大
正
十
二
年

大
正
十
三
年

日
、
白
河
、

大
正
十

五
年

米

の
出
来
、
不
出
来
が
天
候

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
あ
と
を
ふ
り
か
え

っ
て
見
よ
う
。

凶

作

と

豊

作

大
正

二
年

〇
八
月

二
卜
六
日
か
ら
の
暴
風
雨
で
、
阿
武
隈
川
の
増
水
が
三

メ
ー
ト
ル
余
。
○
こ
の
年
福
島
県

は
凶
作

で
、
収
穫
は
平
年
作
の
五
..丁

ニ
パ
ー
セ
ン
ト
。

大
正
三
年

〇
四
月
八
日
、
中
通
り

一
帯
風
雪
強
く
、
電
話

は
ほ
と
ん
ど
不
通
、
汽
車
は

一
時
立
往
生
、
新
積
雪
は
白
河
で

二
九
セ
ン
チ
。

〇
八
月
十
.二
日
、
阿
武
隈
川
増
水
、
白
河
で

一
・
四

メ
ー
ト
ル
。
〇
八
月
二
十
九
日
、
台
風
が
日
本
海
を
通

り
、
中
通
り
と
会
津
北
部
に

大
き
な
被
害
、
白
河
で
阿
武
隈
川
増
水
約
ニ

メ
ー
ト

ル
、
浸
水
家
屋
六
戸
。

大
正
四
年

○
豊
作
。

大
正
五
年

〇
八
月
九
日
、
各
地
に
強

い
宙
雨
あ

り
。
郡
山

で
三
〇
〇
戸
浸
水
、
石
川
で
も
被
害
。
0
鵬
作
。

大
旺
六
年

○
卜
月

一
日
隈
戸
川
の
増
水
約
ニ
メ
ー
ト
ル
、
矢
吹

の
住
家
、
非
住
家
各

.
棟
倒
潰
、
附
近
の
村
で
橋
の
流
出
、
樹
木

の
倒
れ

あ
り
。
○
凶
作
。

大
臣
L
年

○
凶
作
。

大
正
八
年

〇
十
月
八
日
、
数
日
来

の
降
雨

で
各
河
川
増
水
。

大
臣
九
年

〇
五
月
八
日
、
各
地

に
大
雨
。
〇
九
月
三
十
日
、

台
風
浜
通
り
と
中
通
り
南
部

に
被
害
。

○
大
豊
作
。

(福
島
県

で
平
年
作

の

一
二
二

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
。)

大
正
十
年

〇
九
月
八
日
、
昨
夜
か
ら
の
雨
で
各
地

に
水
害
。
○
凶
作
。

0
豊
作
。

〇
六
月

二
卜
。
一日
、
豪
雨
、
阿
武
隈
川
は
大
正

二
年
以
来

の
四

メ
ー
ト
ル
増
水
。
○
平
年
作
。

〇

八
月

.一卜
日
夜
、
白
河
地
方

お
よ
び
会
津
坂
下
地
方

に
イ
ナ
ゴ
の
大
群
来
襲
、

一
戸
約
五
合
ほ
ど
取
れ
た
。
同
月
二
十

一

二
本
松

に
ウ
ン
カ
や
イ
ナ
ゴ
の
大
群
が
来

る
。
○
平
年
作
。

03

0
九
月
二
十
九
日
、
中
畑
地
方

の
陸
稲
が
赤
色
を
帯
び
、
収
穫

ゼ
ロ
の
被
害

に
あ
う
。
(福
島
民
報
)
O
豊
作
。

7
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農

作

物

米
以
外

の
作
物
の
、
れ
高
を
三
神
小
学
校

の

「郷
土
誌
」

よ
り
ひ
ろ

。
て
み
る
と
、
三
神
地
区
で
は
つ
ぎ
の
、
お
,
と

脳

な
る
。

O
麦
は
明
治

三
十
四
年
以
後
急

に
ふ
え
、
大
正

ニ
ー

四
年
の
収
量
が
最
高
、
昭
和
二
年
に
は

ヘ
リ
、
同

三
年
よ
り
少
し
ふ
え
て

い
る
。

○
大
豆
は
明
治
四
十
三
年
よ
り
大
正
三
年

に
か
け
て
多
収
。

小
豆
は
大
正
八
、

九
年
が
最
も
多
く
、
(
一
八
〇
石
)
昭
和
六
年
に
は
八
九
石

と

へ
っ
て
い
る
。

○
粟
は
明
治

四
十

二
年
が
最
高
。
そ
ぽ
は
大
正
元
-
十

二
年

の
平
均
が
四
八
〇
石
と
多
収
、
大
正
十
三
年
よ
り
減
少
。

ば

れ

い
し
よ

○
さ

つ
ま
い
も
は
大
正

三
-
五
年

の
と
れ
高
が
多
く
八
万
貫
。
馬
鈴
薯

は
明
治
末
期
が
最
高
。

ま
た
矢
吹
小
学
校

の

「郷
土
誌
」

に
よ
る
と
、

矢
吹
地
区

で
は
麦
は
大
正
六
-
十

一
年

ま
で
多
収
。

大
豆

・
小
豆
は
大
正
七
年
頃
よ
り
多

収
。
そ
ぽ
も
大
正
七
年
ご

ろ
よ
り
増
収
し
て
い
る
。

以
上

の
ほ
か
三
神
地
区

で
は
、
明
治
末
期

よ
り
大
正
の
は
じ
め
に
か
け
て
、

こ
ん
に

ゃ
く
を
栽
培
し
て
い
た
が
、
特
定
の
家
だ
け
で
、

一
般

に
は
栽
培
さ
れ
な
か

っ
た
。
中
畑
地
区
で
も
大
正
十
五
年
、

一
町
二
反
の
畑

か
ら
こ
ん
に
ゃ
く
玉
二
、
四
〇
〇
貫
、
七

二
〇
円
と
れ
た
が
、
こ

こ
で
も
栽
培
し
た

の
は
特
定

の
人
で
あ

っ
た
。
菜
種
は
明
治
四
十
三
年
、
矢
吹
地
区
で
二
〇
反
に
作
付
け
し
て

二
〇
〇
石
の
油
を
と

っ
て
い
る

が
、
大
正
三
年

に
は
矢
吹
地
区
と
三
神
地
区
で
栽
培
さ
れ
、
大
正
十
五
年
頃

か
ら

一
般

に
栽
培
さ
れ
だ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
茶
畑
は
明
治
四
十

二
年
、

三
神

で
七
戸
で
六
〇
貫

の
茶
を

つ
く

り
、

大
正
三
年

に
は
中
畑

で
七
貫
、

三
神

で
八
貫
、

矢
吹
で

一
〇
貫
、の
煎
茶
が

つ
く
ら
れ
て

い

る
。葉

煙
草

は
明
治
四
十
五
年
、
神
田
の
藤
井
安
蔵
が
松
川
葉

の
種
子
を
専
売
所

よ
り
受
け
て
作

っ
た

の
が
、

三
神
地
区

で
の
は
じ
ま
り
で
、
大

正

二
年

に
は
早
く
も
三
神
村
煙
草
耕
作
組
合
が

で
き
、
会
員
も
八
〇
名
と
多
く
、
大
正
三
年

の
産
額

は

一
、
○
0
0
円

に
も
な

っ
た
。

矢
吹
町

で
は
第

50
表

の
よ
う

に
、
大
正

二
年

よ
り
本
格
的

に
葉
煙
草
を
作
る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
中
畑
地
区
で
も

「大
正
二
年

ヨ
リ
煙
草
試

作

ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
四
〇
戸

二
達

シ
タ
ル
モ
ノ
成

何

レ
モ
良
好
ナ
ル
ヲ
以
テ
明
年

(大
正
四
年
)

ハ
大

二
増
加

ノ
傾
向

ア
リ
」
(「
大
正
三
年

十

一
月
中
畑
村
巡
視
復
命
書
」
)
と
な

っ
て
い
て
、
大
正
十
四
年

に
は
三
〇
貫

(九
〇
円
)、
同
十
五
年
六
〇
貫

(
一
八
〇
円
)
の
生
産
高
が
あ
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第
50
表

矢
吹
町
の
葉
煙
草
生
産
高

年

次

大
正
元=三四五六七八九一〇西三

天

員

一
葎

面
積

名六
杢

≡
三

二
=

西
六

八
三一九

三一
三

三
七

四
二

四
八

び
八
三

四
四
五

二
、
二
七
四

一
、
九
四
六

一、
二
五

昊

四

δ

四

一
七
〇

九
六
九

一
、
一
某

二
五
八

二
茜

収

穫

重

価

一匂
当
り

格

価

格

㎏

九
三
六

五
、
〇
二九

冗

、四
一
七

一=
、三
七九

一
〇
、四
茜

五
、七
七九

一
、
=
八

一
、九
二八

九
、一三
〇

三

、二
〇
三

二
、〇
六
三

二、
四
三
四

円

三
七

一、
一
三

四
、
八
西

三
、
九
八
八

二
、
四
二
五

一、
四
九
九

四
八
三

一、
三
五
四

六
、
三
八
〇

七
、
八
五
四

一、
五
八
〇

二
、
〇
三
八

円

〇
二
四

〇
・三

〇
三
五

〇
二
九

〇
・
八
三

〇
三
六

〇
・
四
三

〇
・
七
〇

〇
・
究

O
・
五
九

〇
・
七
七

〇
・
八
四

三
反
、

二
万

二
、
三
二
〇
円
、
矢
吹
は
五
三
反
、

一
万
三
、

三
二
〇
円
で
あ

っ
た
。

の
八
割
で
あ
る
と
報
ぜ
ら
れ
た

(福
島
民
報
)
。
そ
れ
で
も
蚕
は
た

い
せ

つ
な
収
入
源
で
あ
る
か
ら
、

蚕
を
飼

っ
て
き
た
。

大
正
二
年

↓
月
十
七
日
の
福
島
民
報

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
の

っ
て

い
る
。

西
白
河
郡
に
於
け
る
夏
秋
蚕
組
合
の
成
績
を
き
く
に
、
昨
年
同
組
合
の
設
立
を
見
し
以
来
、
そ
の
成
績
見
る
べ
き
も
の
あ
り
。
昨
年
の
収
か
く
は
平
年
の
二

倍
以
上
に
達
し

明
治
四
十
四
年
度
の
蟻
量

一
匁
に
対
す
る

】
斗
五
三
明
治
四
十
五
年
度
の
蟻
量

↓
匁
に
対
す
る
三
斗
二
七

ま
た

「明
治
四
十
五
年
度
秋
蚕
組
合
成
績
及
本
部
養
蚕
業
」

よ
り
矢
吹
町
関
係
の
組
合
を
み
る
と
第
53
表
の
通

り
で
あ
る
。

っ
た
。
な

お
大
正
十

三
年

に
は
矢
吹

に
郡
山
専
売
局
須
賀
川
支
所
矢
吹

取
扱
所

(葉
た
ぽ

こ
収
納
所
)
が
設
置
さ
れ
、
矢
吹
町

・
中
畑
村

・
三

神
村
の
外
、
信
夫
村

・
川
崎
村

の

一
部
、
吉
子
川
村

・
滑
津
村

・
鏡
石

村
の

一
部
、
広
戸
村

・
牧
本
村

・
大
屋
村
の
葉
煙
草
の
収
納
に
当
た
る

こ
と
に
な

っ
た
。

蚕

は
農
家
の
重
要
収

入
源
と
し
て
早
く
か
ら
飼

養

蚕

わ
れ
て

い
た
が
、
矢
吹
町
と
矢
吹
地
区
の
生
産

量
を
あ
げ
て
み
よ
う

(第
51

・
52
表
)
。
し
か
し
繭

の
と
れ
高

は
晩
霜

の
被
害

に
あ
う
と
減
り
、
ま
た
繭

の
ね
だ
ん
も
生
糸

の
相
場
に
よ

っ
て

変
わ
る
。
た
と
え
ば
大
正
十
三
年

に
は
、

五
月
十
三
日

の
大
霜

に
ょ

っ

て
西
白
河
郡
地
方
の
桑
畑
は
ほ
と
ん
ど
全
滅

の
有
様

で
、
中
畑

で
は
被

害
反
別

一
、
〇
四
五
反
、
被
害
金
額

二
万
七
、

一
七
三
円
、
三
神
は
九

被
害
の
最
も
多
い
の
は
矢
吹

の
六
割
、
川
崎
村

・
古
関
村

各
町
村
に
組
合
を
つ
く

っ
て
せ

っ
せ
と

705



第
51
表

矢
吹
地
区
の
養
蚕

代第六編 近

年

次

春

蚕

飼
育
戸
数

収

繭

量

大
正

九 八 七 六 三

-
戸

三
〇

三
五

三
五
メ

ニ六
七

ゴ
八
二

三
〇
五

二吾

価

格

西
、
四
〇
〇
円

天

、
四ゴ三

三

、
四七
〇

三
三
、
四
四
五

ニ
ハ
、九
五
〇

年

次

大
正

一〇三西一置

春

.蚕

6
九

δ
五

一五
二尭

三
四
五

二
茜

三

丁
七

九
二

=
ハ、
四
八
八

ご
四
、
九
八
五

二
ご
、
二
七
六

六
、
九
〇
五

夏

.蚕

飼
育
戸
数

収

繭

量

価

格

1
戸

八
五

六
〇

七 プし ソ・く
二 ニ ー 五

プく 一

メ

三
、
九
四
〇
円

三
、九
八
五

四
、
六
七
五

五
、九
三
〇

三
、
一七
五

夏

秋

蚕

=
ハ〇

一七
〇

五
九

一五
九

三 二 四 三
ご 七 七 ニ
ー 八 五

ゴ
O
、
九
五
七

霊

、
四
一〇

二
四
、
究

O

西
、
四
八
二

飼
育
戸
数-

戸

三
五

6
五

秋

蚕

収

繭

量
二
〇
五
メ

壬
三

一四
二

二
三一六

三

価

格

八
、
二
六
〇
円

三
、
三
五
三

三
、
O
O
O

二
二
、
五
七
〇

一六
、
三

〇
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第

52
表

矢
吹
町
の
養

.蚕

地
量

年

次

飼
齢

数
一
収
触
高

　飼
離

数
　
収
灘
高

矢吹地区

明
治
四
二

四
三

大

正

三

中畑地区

明
治
四
二

四
三

大

正

三

三神地区

明
治
四
二

四
三

大

正

三

空
戸

八
七

=
O

=
八

=
八

二
〇
五

二
査

三
三
〇

ゴゴ三

一杢
石

六
二戸

一誓
二

一
三

二
七
五

合

一
六
八

三
九

三
〇
四

三
九
四

四
九
八

四
三
三

三
〇

三
〇

宍
O

八九
二
五
〇昊

秋

飼
育
戸
数

三
八
石

六
八
戸

八
三

九
七

一六
〇

三
〇

六
〇

六
五

6
五

五
九

三
八

三
六

〇 五 五

 

ニ
ニ
五

三
〇
〇

三
三

蚕
収
繭
高

,

空
ハ石

三
二

二
四
〇

二
五
二

一
奎

二
四
〇

二
四
六

三
九

三
五

第
53
表

矢
吹
町
秋
蚕
組
合
明
治
四
十
五
年
の
成
績

組

合

名

組
合
員
数

掃
立
蟻
量

収

繭

高

矢

吹

町
互
交
組
合

中

畑

村
本
原
組
合

中

畑

村
松
倉
組
合

戸
ご
八

三二
八

匁

三
八
・
O

二
八
一
三

三
亦

O

石

七
四
・〇
五
六

七
九
・九
九
〇

杢

・五
五
〇
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せ
り

矢
吹
町
で
馬
耀
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
が
明
治

二
十
三
年
、
毎
年

四
月
初
め
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
矢
吹
神
社

産

馬

の
春
祭
と
同
じ
日
で
あ

っ
た
か
ら
非
常
な
賑
わ

い
を
み
せ
、
遠
く
九
州

・
岐
阜

・
群
馬

・
茨
城

・
千
葉
な
ど
よ
り
馬
買

せ

り

い
が
集

っ
て
来
た
と
い
う
。
矢
吹
関
係
の
馬
耀

の
成
績
を
第
54
表

で
み
よ
う
。
大
正
六
年
岩
瀬
郡
産
馬
畜
産
組
合
の
馬

せ
り
に
柿
之
内
か
ら
馬

が

二
三
頭
出
て
い
る
か
ら
、
柿
之
内
で
も
相
当
た
く
さ
ん
馬
を
飼

っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

大
正
三
年
、
矢
吹
町
の
家
畜
数
を
調
べ
て
み
る
と
第
55
表

の
よ
う
に
な
り
、
ど
の
地
区
も
農
家

に
は

↓
頭
ず

つ
は
馬
を
飼

っ
て

い
る
の
が
わ

か
る
。
牛
は
矢
吹
地
区

で
四
頭
、
豚
は
三
神
で
三
頭
、
矢
吹
で
七
頭
と
少
な

い
。
養
鶏
は
明
治

...十
五
年
ご
ろ
.二
神

の
関
根
亀
吉

が
初

め
て
白

色

レ
グ
ホ
ン
五
羽
を
飼

い
、
そ
の
後
大
正
十
四
年
、

三
城
目
の
丹
内
理

↓
が
名
占
屋

よ
り
幼
鶏
を
買
い
入
れ
、
棚
飼
を
は
じ
め
た
と
い
う
。

.

、、欝難
脚
、

第
54
表

矢
吹
駒
せ
り
、
矢
吹
町
の
成
績
表

偽

軍

箏
識
嚇、

,
.、

年

次
頭

蝶

賜

区
格

頭
転

叫

区
格

頭
雛
講

区
格

獅

,

熱

℃

翼
ア

キ

せ

ぬぞ

　

だ

圭

・、塾

繍

ー

響

彰
弥
島
垂

緬
難

繊
、

、
欝
繊

・繋

嚢

、議

磁

撫
野
罵

㍑

、∵

麟
灘
雛
騨

罷

簿
畷
講
灘
藪

…

翫

響

羅
鞭
灘

大正15年駒共進会

明
治
四
二

四
三

大
正

三
δ二三西三

八
〇
頭

6
0

九
七

八
三

八
四

九
一

八
二

八
五

三
、
四
七
七
・O
円

四
、
三
八
・五

四
、
七
三
四
・五

九
、
三
九
二

三

、
塁

六

三

、
二
棊

八
、
三
七
〇

九
、
天

二

九
五
頭

三
〇

一
2九

五
一
〇
〇

九
五

八
四

八
二

三
、九
八四
二

円

四
、七
七
〇
・
五

四
、
三
査

・〇

一〇
、
六
二
六

西
、
六
九
四

三
、
九
〇
六

八
、
六
六
四

八
、
六
六
四

三
五
頭

三
五

二
九

三三
八

三
七

天四
二

一、
二
四
四
・五
円

一
、
一五
八
・
五

一
、
三
==
・
O

二
、
六
〇
〇

四
、九
二
六

四
、
五
三九

一
、四
八
〇

三
、九
三

第
55
表

矢
吹
町
の
馬
の
頭
数

(大
正
三
年
)

地

区

別

A

馬

の
頭

数

B

農

家

戸
数

農
家
戸
数
に
対
す
る
馬

の
頭
数
の
割
合
A
÷
B

中
畑
地
区

三
神

〃

矢
吹

〃

三
四
九
頭

二
五
八

二
〇六

一一九
五
戸

二
九
二

天
二

=
八
・三
%

八
八
・四

=
三
・
二
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第
56
表

矢
吹
町
の
鶏
の
飼
育
戸
数
と
鶏
卵
数

(大
正
三
年
)

地
区
別

中
畑
地
区

三
神
〃

矢
吹
〃

飼

育

戸

数

δ
羽
未
造

.羽
剖
羽

戸

二
八
〇

二
五
二

三
五

戸五
八
六〇

五〇羽
以
上

ooo戸

羽

数

産

卵

成

禽
羽

一
、
六
八
〇

二
、
二
九
二

一
、
O
O
O

雛

個

数

価

格

羽

一
、五
八
〇

一三
〇
、
O
O
O

二
三
五

四
三
、
五
六
〇

六
〇
9

δ
、
O
O
O

一

円

三
、
四
五
〇

八
、
二
互

二
五
〇

第
57
表

大
正
三
年
、
矢
吹
町
の
林
産
物

地
区
別

林

産

物

丸
及
角
材

下 石 諸 松 苗 竹 竹 薪 挽

菌 萱

草 類 数 茸 木 材 皮 材 材

中

畑

地

区

数

量棚
四
〇
〇東

三
、
O
O
O東

三
〇メ

三
、
O
O
O東

二
七
、
六
〇
〇

価

格
円

八
〇
〇

三
〇

三
〇

6
0

五
八
八

三
神

地
区

数

量

六
、O
O
O

七
、
OO
O

三
〇斤

二
五
〇個

一、
吾
〇

四
三
、
O
O
O

価

格

茜
、
O
O
O

三
五
〇

三
〇〇o

 

一、
八
〇
〇

一、
二
三

矢

吹

地

区

数

量

価

格

尺

メ

一
、
O
O
O坪

6
0

二
〇
〇

一、
O
O
Oメ

五
〇

一〇
〇本

四
〇
、
O
O
O1

二
、
O
O
O

三
、
O
O
O

二
、
O
O
O

吾

〇

四
〇
〇

五
〇

二
五

二
〇
〇

三
〇

四
〇
〇

九
〇

こ
こ
に
大
正

三
年

の
矢
吹
町
の
鶏
を
飼

っ
て

い
る
家

の

数
と
鶏
卵

の
生
産
量

を
第
56
表

で
み
て
み
よ
う
。

大
正
三
年
、
矢
吹
地
区

に
仲

西

工

場

工
場
と
大
木
水
力
工
場
と
が
あ

っ
た
。
「大
正
三
年
十

二
月
矢
吹
町
巡
視

復

命

書
」

に

大
木
水
力
工
場

ハ
水
力
ヲ
利
用
シ
テ
動
力
ヲ
起
シ
精
米

(
一
か
月
二
〇
〇
〇
俵
)、
製
糸

(
一
か
年
五
一
〇
貫
匁
)、

製
麹

(
一
か
年
五
万
貫
)
ヲ
産
シ
、
製
粉
ノ
原
料
タ
ル
小

麦

ハ
本
町
及
附
近
町
村
産
ノ
モ
ノ
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
充
ツ
ル

モ
ノ
ノ
由
ナ
リ
、
仲
西
製
板
所
ハ
蒸
汽
ヲ
以
テ
動
力
ヲ
起

シ
専
ヲ
製
板
ヲ
為
シ

一
ケ
年
二
千
百
坪
ヲ
製

材

ス

ト
云

フ
、
之
レ
ニ
要
ス
ル
木
材
ハ
本
町
及
附
近
町
村

ヨ
リ
産
出

ス
ト
云
フ
、

と
工
場
の
仕
事
の
内
容
が
書

か
れ
て
い
る
。
製
糸

に

つ
い
て
は
矢
吹
製
糸
㈲

(明
治
三
十
年

一
月
創
立
、
資

本
金

三
、
○
○
○
円
、
生
糸
製
造
、
年
間
四
五
〇
貫
)

を
引
き

つ
い
だ
形

に
な
り
、
仲
西
製
材
工
場
は
旭
製
材

所

(明
治
四
十
年
八
月
創
立
)
を
受
け

つ

い

だ

わ

け

で
、
近
在
か
ら
材
木
が
矢
吹

に
集
ま

っ
て
き
て
、
矢
吹

が
木
材

の
集
散
地
に
な

っ
て
い
た
。
大
正
三
年

の
矢
吹

の
林
産
物

は
第
57
表

の
通
り
で
あ
る
。
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第二章 大正期の矢吹

材
木
は
矢
吹
駅
か
ら
た
く
さ
ん
積
出
し
て
お
り
、
大
正
二
年
十

二
月
中
旬

に
は
木
材

一
五
〇
坪
、
薪
炭

一
七
三
を
積
み
出
し
て

い
る

(福
島

民
報
)。

矢
吹

の
木
炭

に
つ
い
て
大
正
七
年

一
月
二
十
九
日
付

の
福
島
民
報

は

「矢
吹
駅
よ
り
輸
出
す
る
木
炭
は
品
質

の
優
良
な
る
為
、
矢
吹
炭
と
し

て
東
京
市
場
に
声
価
を
博

し
、
東
北
よ
り
輸
出
す
る
黒
炭
中
第

一
位
を
以
て
目
さ
れ
て
居
る
…
…
」
と
報
じ
て

い
る
が
、
毎
年

か
な
り
の
木
炭

ま

つ
た
け

を
東
京

に
出
し
て
い
た
。
ま
た
秋
の
味
覚
松
茸
を
籠
に
入
れ
て
東
京

に
出
し
て
い
る
の
も
珍
し
い
が
、
矢
吹
が
原
の
き

の
こ
狩
り
は
有
名

で
、

季
節
に
な
る
と
近
郷
近
在
か
ら
き
の
こ
狩
り
の
人
達
で
に
ぎ
わ

っ
た
も

の
で
あ
る
。

石
材

は
三
城
目
石
が
有
名

で
矢
吹
駅

か
ら
移
出
さ
れ
て
い
る
。
三
神

の
石
綿
焼
も
古
来
有
名
で
、
大
正
三
年

に
は
製
造
戸
数

二
で
、
装
飾
品

五
〇
円
、
家
具

一
五
六
円
、

食
器
四
〇
八
円
な
ど
を
造

っ
て
い
る
。

ま
た
大
和
久
で
亜
炭
の
採
堀
を
は
じ
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
「
大
正
三

年
十

二
月
矢
吹
巡
視
復
命
吾
」

に
の

っ
て

い
る
。

本

町
大
字
大
和
久

二
亜
炭

ヲ
有

ス
ル
大
面
積

ノ
磯
床

ア
リ
、
場
所

ニ
ョ
リ
炭
層
厚
薄

ア
ル
モ
概
ネ
十
尺
位

ナ
リ

ト
、
而

シ
テ

一
昨
年
東
京
市
村
上
富
五
郎

ナ

ル
モ
ノ
試
掘

ノ
許
可
ヲ
受

ケ
之

レ
ヲ
採
掘

シ
テ
両

三
回
東
京

二
送
付

シ
タ
ル
モ
其
後
何
等

ノ
消
息

モ
ナ
ク
、
且

ツ
採
掘

ヲ
中
止

シ
居

ル
由
、
古
来
住
民

ハ
之

レ
ヲ
乾
燥

シ
テ
風
呂

ノ
燃
料
等

二
用

イ
来

ル
モ
ノ
ア
リ
シ
ト
云
フ
。

酒
造
は
大
正
三
年

に
三
神
地
区
で
三
戸
、
矢
吹
地
区
で
三
戸
、
合
わ
せ
て
六
軒

で
酒
を
造

っ
て
お
り
、
清
酒

↓
、

二
七
五
石

(
五

一
、
○
○

○
円
)、
焼
酎
四
六

一
石

(
二
、
三
〇
〇
円
)
造

っ
て
お
り
、

大
正

二
年
十

一
月
、

全
国
清
酒
品
評
会

で
大
木
酒
店

の

「松
緑
」
が

一
等
賞
、

「楽
器
正
宗
」
が

二
等

に
入
賞
す
る
な
ど
、
毎
年
各
地
で
催

さ
れ
る
清
酒
品
評
会

に
入
賞
し
て
い
る
。

し

よ
う
ゆ

醤
油
を
造

っ
て

い
る
家

は
中
畑
地
区

一
、

三
神
地
区
三
、
矢
吹
地
区
二
の
六
店

で
、
大
正
三
年
に
は
合
わ
せ
て
二
九
九
石

(七
、
四
七
五
円
)

造

っ
て
い
る
。
ま
た
中
畑
地
区
に
は
製
油
所
が

一
軒
あ
り
、
菜
種
油

一
八
石

(
一
、
〇
八
〇

円
)
油
か
す

一
、
五
〇
〇
貫
を
造

っ
て
い
る
。
鉄

工
所

は
中
畑
地
区

一
、
矢
吹
地
区

四
と
五
軒
あ
り
、
菓
子
を
造

っ
て
い
る
店
は
中
畑

・
三
神
地
区

に
各

一
、
矢
吹
地
区

に
六
と
八
軒
で
、

四
、

九
〇
〇
円
の
売
上
げ
が
あ

っ
た
。

ま
た
矢
吹
地
区

に
竹
細
工
を
や
る
店
が
二
店
あ
り
、

四
五
〇
円

の
収
入
が
あ

っ
た
。

矢

吹

電

気

会

社

大
正
十

二
年

(
一
九

二
三
)
八
月
、
福
島
県
知
事
岩

田
衛

に
宛
て
次

の
よ
う
な
願
書
が
出
さ
れ
て

い
る
。
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水
利
使
用
願

今
般
拙
者
共

二
於
テ
矢
吹
電
気
株
式
会
社
ヲ
設
立
シ
一
般
ノ
需
要

二
応
シ
電
力
ノ
供
給
営
業
ヲ
ナ
ス
目
的
ヲ
以
テ
福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
大
字
矢
吹
字
陳

場
壱
番
地

二
発
電
所
ヲ
設
置
シ
阿
武
隈
川
支
川
隈
戸
川
ノ
水
利
使
用
仕
リ
度
候
条
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
至
急
御
許
可
相
成
度
別
紙
関
係
書
類
並

二
図
面
相

添
へ
此
段
及
御
願
候
也

大
正
十
二
年
八
月
四
日

(中
町
仲
西
藤
次
蔵
)

こ
の
願
書

は
、
矢
吹
電
気
株
式
会
社
発
起
人
仲
西
勇
吉

・
佐
久
間
七
右
衛
門

・
大
木
代
吉

・
仲
西
卯
蔵

・
酒
井
岩
之
助

・
仲
西
藤
作

・
藤

田

熊

五
郎

(
以
上
矢
吹
町
)
原
蟻
郎

(東
京
都
)

の
八
名

の
連
署

に
よ

っ
て
県
知
事

に
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

内
容
を
見
る
と
隈
戸
川

に
取
入
口
を
堰
堤

で
つ
く
り
、
水
路
を
別

に
開
い
て
引
水
し
て
水
槽

か
ら
発
電
所

に
落
水
さ
せ
、
隈
戸
川

に
放
水
す

る
計
画
で
、
水
卓
の
馬
力
ヒ
五
馬
力
、
出
力

五
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
を
お
こ
な
う
と
あ
る
。
設
計
技
師

は
歌
代
恒
造

(東
京
竹
代
工
業
所
)

で
現
地
調
査

の
結
果
精
密
な
計
画
書
を
作
製
し
設
計
図
も
付

さ
れ
て
い
る
。

工
事
費

は
四
万
円
で
、
事
業
収
支
の
概
算
は
収

入
七
、
九
二
〇
円
、
支
出

二
、
〇

八
〇
円
で
純
益
五
、
八
四
〇
円
を
見
込
ん
だ
。
こ
の
時
は

す

で
に
須
賀
川
町
電
気
会

社
か
ら
電
燈
線
が
引

か
れ
使
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
電
力
は
工
業
用

の
電
力

に
使
用
し
よ
う
と
計
画
し
た
の
で
あ

る
。電

力
供
給
先
は
す

で
に
決
定
し
申

込
書
も
付

さ
れ
て
い
る
そ
れ
に
よ
る
と

製
材
業

精
米
業

同同
製
材
業

同
精
米
業

五 五 〇 五 五 五 〇
〃 〃 〃 〃 〃 〃 臣パリ

カ

ー

井

岩
之
助

大

木

代

吉

佐
久
間
七
右
衛
門

酒

井

茂

市

関

根

和
太
郎

松

村

助
次
郎

佐

藤

基

吉
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製
麺
業

五
馬
力

野

崎

政

で
合
計
八
〇
馬
力

の
消
費
が
あ

っ
た
。
そ
の
他

に
農
業
揚
水
も
あ

り
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
水
車
、
石
油
発
動
機

を
使
用
し
て
い
た
が
、
自
分

達

で
電
気
会
社
を
設
立
し
発
電
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

矢
吹
電
気
株
式
会
社
仮
定
款
も
で
ぎ
、
資
本
金
四
万
五
、
○
○
○
円
、

一
株

五
〇
円
で
九
〇
〇
株
発
行
す

る
こ
と
に
し
て

い
る
。

こ
の
計
画
は
実
現
さ
れ
な

か

っ
た
が
、
そ
の
後
昭
和
に
入

っ
て
も
、
仲
西
藤
作
ら

に
よ

っ
て
設
置

の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
。

実
現

で
き
な
か

っ
た
理
山

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
正
の
終
り
か
ら
昭
和

の
は
じ
め

に
か
け
て
、
地
元
の
消
費
電
力
は
地
元
で
供
給
し
ょ
う

と
し
た
発
想
ぱ
当
時

の
人
々
の
心
意
気

に
ふ
れ
る
思

い
が
す
る
。

県
で
は
良

い
米
を
少

し
で
も
多
く
取
る
よ
う
に
と
、
明
治
⊥
四
年

に
農
艀
会
、
同
十
ヒ
年

に
県
立
試
験
場
を
つ
く
る
な

農

事

改

良

ど
、
米
作
改
良

に
力
を
入
れ
て
き
た
が
、
明
治

四
十
年

三
神

の
農
事
報
告
に

一
、
葬田
代
一短
冊
形
由左
旛
一ヲ
ナ
サ
シ
メ
タ
リ

ニ
、
害
虫
駆
除
二
就
テ
ハ
小
学
校
生
徒
ヲ
応
用
シ
実
施
シ
タ
リ

一..、
稲
麦
種
ノ
塩
水
選
等

二
就
テ
ハ
農
業
講
習
生
ヲ
指
導
者
ト
ナ
シ

実
行
委
員
ト
共

二
督
励
セ
シ
メ

(以
下
略
)

第二章 大正期の矢吹

と
あ
り
、
大
正
十

一.↓年
、
矢
吹
町
役

場
で
出
し
て
い
る
農
事
必
行
事
.項
と
し
て
、
水
田
正
条
植

ノ
励
行
、
田
植

の
時
期
を
早

め
る
こ
と
、
水

田
の
ヒ
エ
を
抜
き
取

っ
て
焼
き
捨
て
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ

て
い
る
の
を
み
る
と
、
明
治
四
十
年
も
大
正
十
三
年
も
た

い
し
て
変
わ

っ
て
い
な

い

こ
と
が
わ
か
る
。

県
で
は
通
し
苗
代
を
や
め
て
短
冊
苗
代

に
す
る
よ
う
つ
と
め
て
い
る
が
、
中
畑

で
大
正
十
五
年

に
正
条
植

(
短
冊
苗
代
)
を
し
た
の
は

一
〇

八
戸
、
五

一
五
反
歩
で
、
全
農
家

の
約
二
〇

パ
ー

セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

稲

の
品
種
に
つ
い
て
は
県
農
事
試
験
場
で
栽
培
し
て
、
寒
さ
に
強

い
、
と
れ
高
の
多

い
品
種
を
奨
励
し
て
い
る
が
、
明
治
四
十
四
年

十

一
月

発
行

の
県
立
農
事
試
験
場
要
覧
を
み
る
と
、
第
58
表

の
よ
う
な
水
稲

の
品
種
を
勧
め
て
お
り
、
金
f

・
豊
後

の
二
種
を
原
種
と
し
て
、
こ
の
普

m

及
を
は
か
り
、
早

・
中
稲
を
配
合

し
て
つ
く
り
、
晩
稲
は
つ
く
ら
な

い
よ
う
に
と
あ
る
。
大
正
八
年
、
中
畑
村
農
会
で
、

つ
ぎ
の
水
稲
原
種
を
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第
58
表

水
稲
の
奨
励
品
種

第
60
表

中
畑
地
区
の
水
稲
品
種
別
反
当
収
穫
量

品

種

碑
別晩

 

タ
イ
コ
シ
ネ

豊

後

最

上

坊

主

名

取

坊

主

金

子

改

良

相

馬

中 中 中 中 中 早

反

収
石

二
6
五
〇

二
三
究

二
三
六
七

一一・
三
九

二
・
一茜

二
・
天
二

第

59
表

年

次

大

正

一五

年

水

稲

品

種

上

作

中

作

下

作

陸 東 亀 無 畿 愛

国

二
〇

芒

愛
ノ

羽 郷 尾 国 内 号

石
二
・
五
九
二

二
・
五
二
三

二
・
五
〇
三

二
三

三八

一一
・
三

〇

石
マ
五
二
七

一
・四
竺

マ
四
〇
五

一
・三
五
八

丁
三
三
八

石7
0
三

〇
・九
三

〇
・八
六
八

〇
・八
〇
五

〇
・
八
〇
二

昭

和

二

年

上

作

石
二
・
七
三
八

二
・
五
δ

二
・
晃

〇

二
・
四
〇
八

二
・三
五
二

中

作
石

一
夫
金

一
・
五
一三

丁
尭
二

丁
四
八七

一
西
五〇

下

作
石

一
三
昊

一
三
〇
〇

=

三
〇

一
・〇
八
二

T
O
吾

大
正
十
四
年
、
中
畑

地
区
の
水
稲
品
種
別

作
付
面
積
の
割
合

水

稲

品

種

軽 早 手 亀 改 畿 在 無 愛

生
.良 内織 国

愛 愛 三 坊 国 き豆

子 国 沢 尾 国 号 主 号 号

作
付
面
積

一
の

割

合%

五
九
三

=
・八

三
⊥

6
⊥

一
・九

一
・五

〇
・三

〇
三

丁
九

三

・
七

パ

ー

セ

ン
ト
)
、

畑

一

白
河
郡

の
馬
耕
競
技
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

配
布

し
て

い
る
。

畿
内
二
二
号
三
斗
五
升
、
金
子

一
号
七
升
、無
芒
愛
国
二
五
号
三
斗
五
升
、東
郷
二
一
号
三
斗
、陸
羽
七
七
号

一
斗
二
升
。

そ
う
し
て
大
正
十
四
年
、
中
畑
の
水
稲
品
種
別
作
付
反
別
を
み
る
と

(第
59
表
)、愛
国
系
の
品
種
が
多

い

の
が
わ
か
る
。
ま
た
大
正
十
五
年
、
昭
和
二
年

の
中
畑

の
水
稲
品
種
別
反
当

の
と
れ
高
を
み
る
と
、
第
60
表

の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

県

で
は
明
治
十
八
年
以
来
馬
耕
の
伝
習
を
は
じ
め
、
県
立
農
事
試
験
場
で
は
明
治
三
十
五
年

よ
り
四
十
年

ま
で
馬
耕
の
講
習
会
を
続
け
て
馬
耕

の
普
及
を
は
か

っ
た
。
し
か
し
耕
地
整
理
を
し
た
町
村
で
は
明
治
四
十

年
ご

ろ
よ
り
馬
耕
を
と
り
入
れ
出
し
た
が
、
矢
吹
町
は
耕
地
整
理
を
し
た
の
が
お
そ
か

っ
た
の
で
、
馬
耕
を

と
り
い
れ
た
の
は
大
正
六
年
こ
ろ
で
あ
る
。
大
正
十
五
年

の
中
畑

の
農
事
報
告
に
よ
る
と
、
馬

で
耕
し
た
田

三
八
五
反
、
畑

=
二
二
反
、
合
計
五

一
七
反

(五
五
戸
)
昭
和
二
年

に
は
田
四
三
五
反

(
田
地
総
面
積

の

一

一
五
反

(
三

・
○

パ
ー
セ
ン
ト
)
、
合
計
五
五
〇
反

(
六
二
戸
)
で
あ
る
。
大
正
三
年

四
月
十
六
日
、
白
河

で
西

西
白
河
郡
で
は
明
治
の
末
頃
か
ら
馬
耕
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
く
ら
べ
て
矢
吹
は

712



遅
か

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
畑
地
区
の
遠
藤
重
太
郎
は
大

正
九
年

ご
ろ
、
牛
耕
鋤
を
は
じ
め
た
ほ
か
、
そ
の
こ
ろ
県
内

に
四
台
き
り
な
か

っ
た
石
油
発
動
機
を
使
用
し

て
人
々
を
驚

か
せ
た
と

い
う
。

稲

こ
き
も
千
歯

に
か
わ

っ
て
回
転
式
稲
扱
機
が
出
回
る
よ
う
に
な
り

(大
正

三
年
ご

ろ
考
案
)
、
足
踏
式
回
転
脱
穀
機

も
大
正
四
年

か

ら

売

り
出
さ
れ
、

大
正
十

一
年
頃
か
ら
揚
水
機

・
籾
摺
機

・
精
米
機

・
脱
穀
機

に
石
油
発
動
機
や
電
動
機
を
利
用
し
は
じ
め
る
な
ど
、
農
機
具
も

つ

第二章 大正期の矢吹

襲欝総 烹 耀

黙驚灘槽鑛懸
総∴ ♂轡_灘 鰯

堆肥ずくり講習会の図(中野目公民館蔵)

ぎ

つ
ぎ

に
発
明
さ
れ
、
改
良
さ
れ
て
き
た
。
須
賀
川
の
富
国
社
が
大
正
五
年
、
人
力
脱
穀
機

の
実
用

新
案
特
許
を
と
り
、
大
正
六
年
か
ら
農
器
具

の
生
産
販
売
を
は
じ

め
、
大
正
八
年
、
縄
な

い
機
を
売

り
出
し
た
が
、
富
国
社

の
農
機
具

は
大

へ
ん
よ
い
と
い
う
評
判

に
な
り
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
農
家

に
ど

ん
ど
ん
農
機
具
が
入
る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。

肥
料

に
つ
い
て
は
大
正
四
年
ご
ろ
か
ら
過
燐
酸
石
灰

や
硫
安
な
ど

の
金
肥
が
売
り
出
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
は
追
肥
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
大
正
八
年
に
な
る
と
硫
安

の
消
費
量
が
急

に
増

し
、
翌
九
年
に
は
硫
安
が
大
豆
粕
に
と

っ
て
か
わ
る
な
ど
、
金
肥
が
大

い
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
大
正
十
五
年

に
中
畑
で
使
わ
れ
た
金
肥
は
大
豆
粕
の
消
費
量
が
二
万

一
、
九
〇
〇
貫

(価
格

に

し
て
七
、

七
八
六
円
)
・
米
糠
が
四
、

五
〇
〇
貫

(
六
七

五
円
)
・
過
燐
酸
石
灰
が

二
万

一
、

九
〇

〇
貫

(
四
、
五
〇

三
円
)
・
硫
安

(硫
酸
ア

ン
モ

ニ
ヤ
)
が

一
八
〇
貫

(
二

二
五
円
)
・
チ
リ
硝
石

一

三
〇
貫

(
=
二
〇
円
)
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
農
事
改
良
も
、
大
正
時
代

に
な

っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ

の
か

げ

に
県
立
農
事
試
験
場
で
講
習
を
受
け
た
青
年
達
が
、
自
分
の
部
落
の
農
事
実
行
組
合
の
推
進
力
と

な

っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
青
年
達
が
積
極
的
に
農
事
改
良

に
取

137

り
組
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
大
正
十

二
年
、
中
畑
新
田
農
事
実
行
組
合

(大
正
八
年
創
立
)
で
は
三
月
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二
、
三
の
両
日
、
養
蚕
講
話
を
開
催
し
、

一
七
〇
余
名
が
集
ま
り
、
十

一
月
十
八
日

に
は
農
作
物
品
評
会
を
開
く
な
ど
、
活
発
な
活
動
を
し
た

の
で

(福
島
民
報
)、
翠

三
年

二
月
二
+

三
日
、

組
合
が
県
よ
り
表
彰
さ
れ
て
い
る

(糎

縣

騨
校
)。
矢
吹
地
区
で
ぱ
大
正
元
年
±

旦

二

十
日
、
小
学
校
で
第

一
回
の
物
産
品
評
会
を
美
術
品
展
覧
会
と
開
催

し
、
大
正
二
年

に
第

二
回
、
同
三
年

に
は
第

三
同
物
産
品
評
会
と
毎
年
開

催
し
て
い
る
。
ご
、神
で
は
大
臣
四
年
物
産
品
評
会
を
開
催
、
中
畑
で
は
大
正
六
年
卜

↓
月

二
十

二
日
、
第

一
回
の
農
産
物
及
俵
米

品
評
会
並
水

稲
坪
刈
品
評
会
が
開
か
れ
た
が
、
俵
米

↓
〇
二
点
、
各
種
農
産
物

一
、
〇
八
六
点

の
出
晶
が
あ
り
盛
会
で
あ

っ
た
。
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⇔

商

業

と

金

融

聾 、

ll講 都
介1・i驚 穫1

幽
中畑信用購買組合設1

難灘
置許可

(中畑 小針頼晴蔵)

 

(
設
立
許
可
六
月
二
十
三
日
)。

組
合
が
で
き
て
か
ら
大
正
十
五
年
ま
で
の
業
務
成
績

の

↓
部

を
第
61
表
で
み
る
と
、

べ
、
矢
吹
の
組
合
は
農
家
よ
り
は
商
店
相
手

の
組
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

矢
吹
地
区
に
は
商
店
が
ど
の
位
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

大
正
三
年

の
調
べ
で
商
業
の
専
業
戸
数
が

八
三
戸
、
兼
業
二
四
戸
、
合
わ

せ
て

一
〇
七
戸
で
、
企
戸
数

五
八
〇
戸

の

一
八

・
四
パ
ー
セ
ン
ト

(農
家
は
三

一
.
四
パ
ー
セ
ン
ト
)

で
商
家
の
占
め
る
割
合
は
か
な
り
多
い

(中
畑

の
商
店
は
全
戸
数
の

一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

三
神
は
六

・

明
治
三
十
三
年

「産
業
組
合
法
」
が
制
定
さ
れ
、
各
地
に
産
業

産

業

組

合

組
合
が
設
立
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
わ
が
矢
吹
町
に
も
明

治

四
十

一
年

二
月
二
十

五
日
、有
限
責
任
大
和
久
信
用
講
買
組
合
が

で
き

(資
本
金

一
、

二
六
〇
円
組
合
員
九
名
)
、
続

い
て
大
正

二
年

二
月
三
日
に
は
有
限
責
任

中
畑
信
用
講

買
組
合

(出
資

口
数

↓
五
ヒ
、

一
口

↓
五
円
、
組
合
員
六
四
名
)、

同
年

三
月

無
限
責

任

三
神
信
用
購
買
販
売
組
合
が

で
き
、
金
融

・
購
買

(特
に
肥
料
)
の
仕
事
を
開
始
し

た
。
有

限
責
任
矢
吹
購
買
組
合
が
仕
事
を
始

め
た
の
は
、
中
畑
や
三
神

の
組
合
よ
り
遅

組
合
長
は
矢
吹
町
長
丸
野
実
行

で
、
役

場
内

に
で
き
た
。

中
畑
や

ご
.神

の

組
合
が

農
家
相
手
で
あ
る
の
に
く
ら



第
61
表

矢
吹
信
用
購
買
組
合
の
年
次
別
成
績
表

そ
の

一、
組
合
員
数
と
出
資
口
数

年

1飴農 商

目員

次

大
正

八

同

九

同

δ

同

=

同

三

同

三

同

西

同

至

ト出組

 

訳内

数数

 

業

]

業

そ

の

他

二
三
人

溌
夙
口

六
二
人

三
九
五
口

6
七
人

二八
六
口

二〇
人

6
七
口
1

二
三
人

=
O
口

八二
九〇八九1八三

1里六一〇
九

三
三

一三 八
b-

-

七 一
七 四

七 一
三 八

七 一
三 八

炉三八

七 一
三 八
二 〇

ニ ナ』
ノーL一

六五
六A≦三膜三

四
〇六
〇〇

四
⊂⊃六
四〇

1一

匪免

 

三揆三七
二

八
六

一九
〇-

三燦

I
-

西七
二

四
一 六
⊂)二=

八 八
五 一一三 壼

ー

廿謂

二八
三

一、
O
吾

五
六八
四六

九五
七〇

七 二ニ
ノ、九一 八

二
企

一、
O
吾

五
六 八
二二六

九 四
九九

七 二二
八 八一八

 

そ
の

二
、

貸
付
金
、
貯

金
、
剰
余
金

大正期の矢吹

年

次

大
正

八

同

九

同

6

同

=

同

≡

同

三

同

西

同

三

貸

付

金

円

二
、八
五〇

訳内貯

商

業

資

金

艦

業

資

金

肥

料

購

入

-
匡

業

資

金

土

地

購

入

.-幽

築

資

金

旧
「
債

償

還金

総総剰

溢損余

金

-」

口
金

二
、
三
〇

,

」
同∈九

〇
三
五
P

五
〇『

円

=
八
・
OO

六
四
西
二

四
一邑
匪

二二
・些
昌

円

九
、
二
五
〇

四
、
九
七
〇

一一、
三
八
〇

一、
陳
P

六
〇
〇』

-

」

O
-

九
〇

=Il三1一
九1二1二二.六一1九lo三

圭「ヨ河壷
OEご1二 〇1円

円

六
、
O
O
五

三
、
二
〇
〇

一、
五
五
五

八
五
五

ゴ
八
五〇

五
〇

六
〇

円

一七
・8

」

五
四
三
・〇
三

七
七
・九
〇

四
五
五
・〇
三

円

δ
、
三
一八

七
、
三
一λ

「
四
九
五

一、
〇
九
〇

蓋
O

八
五

k

O
二
〇
.
--

壬
ハ・
〇
三

七
〇
二
・
八
三

天
四
・
三
〇

五
三
八
・
五
〇

二 〇、 、
〇 五
〇 八
(⊃三

五、

五
八Fj

9
禺 

二
九
P

二
七
五

五
六
〇

五
八
五

八
五

一 九1
四 ゴし三

亦?i冗 「子FJ
四二.七二
六八 四1二

円

一九
、八
一九

三

、四
五
五

二
、〇
七
五

一
、〇
七
〇

九
七
R

」

ρ
P

』
崖
-

一
、四
〇
四

円

八
〇
・四
四

円

四
七
、
〇
六
四

三

、
六
三
四

二
、
八
三
〇

三
、
五
八
三

二
、
六
四
〇

円

七
〇
、
四
〇
四

四
六
、
五
七
六

四
、
杢

〇

五
、
二
八
六

五
四
10

、

}屡

r

蟹「
七
三
五

円
茜

・薯

二
、
=
六
⊥
ハR

三
八
七
・宍

一、
七
二
八
夫
二

玉
、

五
五
〇

二二1三1二
、1、1・

七 〇 六

二 〇(=)

 

円

=
九
・四
八

三
、
ご
究

壱
八

八
〇
〇
・九
五

二
、
四
四
八
・昼
ゴ

章二第

註

農
業
資
金
の
中
に
ぱ
、

い
る
。

蚕

種
、
蚕
具
、
桑

苗
、
桑
葉
、

農
共
、

農
耕
馬
、
荷

馬
車

の
購
入
費
や
、

畑
改
良
、

耕
地
整
理
費
な
ど
が
含
ま
れ
て

715
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パ

ー

セ

ン
ト
)
。
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大
正
元
年

八
月
、
㈱
白
河
実
業
銀
行
矢
吹
支
店
が
開
業
、
矢
吹

に
は
じ
め
て
銀
行
が
で
き
た
。
白
河
実
業
銀
行

は
明
治

銀

行

三
十

二
年

三
月
、
資
本
金
六
五
万
円
で
発
足
し
、
順
調

に
伸
び
て
行

っ
た
銀
行
で
あ
る
。
大
正
三
年

の
矢
吹
支
店

の
成

績

は
、
入
会
総
額
五
〇
万
七
、
八
〇

二
円
、
出
金
総
額
五
〇
万
八
七
七
円
、
純
利
益

二
、
五
三
七
円
、
定
期
預
金

一
万
六
、

二
七
四
円
、
当
店

預
金

一
七
万
八
、
三
八
〇
円
、
貯
金

一
万
九
、
三
六
四
円
、
貸
付
金
五
万

六
、
四
三
二
円
と
な

っ
て
い
る
。
続
い
て
大
正
七
年
八
月
、
㈱
須
賀

川
銀
行
矢
吹
支
店
が
開
業
し
た
。
須
賀
川
銀
行

の
創
立
は
明
治

三
十

二
年

三
月
で
、
資
本
金

=

万
円
で
発
足

し
た
銀
行

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
銀
行
が
あ

っ
て
も
、
自
分
た
ち
で

つ
く

っ
た
銀
行
が
な

い
の
は
残
念
だ
と

い
う
の
で
、
町
内
の
有
志
が
発
起
人
と
な

っ

て
、
ま
ず
矢
吹
金
融
㈱
を

つ
く

り
、
大
正
九
年
四
月
開
業
し
た
。
矢
吹
金
融
会
社

の
創
立
趣
意
書
に

然
ル
ニ
当
町
附
近
ヲ
中
心
ト
シ
設
立
セ
ル
金
融
機
関
ナ
キ
ハ
頗
ル
遺
憾
ト
ス
ル
所
ナ
リ
、
今
我
力
矢
吹
町
ノ
現
況
ヲ
観
ン
カ
、
附
近
部
落
ノ
広
大

ニ
シ
テ

遂
年
商
業
ノ
発
展
ヲ
見
ツ
ツ
ア
ル
ニ
此
等
ノ
機
関
少
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
同
志
相
謀
リ
(中
略
)
地
方
産
業
ト
矢
吹
町
事
業
界
ノ
隆
起
ヲ
促
進
セ
ン
ト
ス
(後
略
)

第
62
表

矢
吹
銀
行
の
業

務
成
績

年

次

預

皇

貸

出

大
正
δ二三三西三

昭
和

二

万
円

七
・
五

三
・
四

一
五
夫

二
〇
⊥

天
・四

冗
三

四
四
・七

万

円

[六
⊥

一六
・六

二
六
・三

三
〇
・〇

三

三

四
四
⊥

六
〇
・八

(
『福
島
県
銀
行
史
』
)

と
あ
る
よ
う
に
、
念
願
の
自
分
達

の
金
融
機
関
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
翌
大
正
十
年
七
月
十
八

日
、

こ
の
矢
吹
金
融
㈱

は
矢
吹
銀
行
と
し
て
開
業
し
た
の
で
あ
る

(資
本
金
五
〇
万
円
)
。
矢
吹
銀
行
は
開

業
以
来
、
第
62
表

で
み
る
よ
う

に
順
調

に
伸
び
、
大
正
十

四
年
七
月

に
は
浅
川
商
事
㈱
を
吸
収
合
併
す
る
な

ど
営
業
成
績
を
あ
げ
て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
地
元

の
銀
行
が
発
足
し
、
矢
吹

の
銀
行
が

三
つ
に
な

っ
た
こ
と

に
よ
り
、
矢
吹

の
経
済
発
展

に
み
る
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
が
、

一
方
で
は
矢
吹

に
質
屋
が
六
店
あ
り

(矢
吹
地
区

に
五
、

三
神

に

一
)、

大
正
三
年

一
年
間

の
貸
出
し
が

二
、

六
五
六
円
あ
り
、

一
般

の
人
々
の
生
活
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
付
記

し

て
お
き
た

い
。

716
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明
治
四
十
五
年

は
米

の
相
場
が

一
石
当
り

一
〇
円
台
か
ら
二
〇
円
台

に
は
ね
上
り
、
大
霜
で
養
蚕

に
被
害
が
あ
り
、
七

第

一
次
世
界
大
戦

月

二
十
日

に
は
株
価
が
大
暴
落
し
、
何
と
な
く
不
安
に
な

っ
た
。

明
け
て
大
正
二
年

に
な

っ
て
も
米

の
相
場
は
二
〇
円
台

を
続
け
、

八
月

の
暴
風
雨
で
、
太
県
の
稲
作
が
平
年
作

の
五
割
減
収
と

い
う
凶
作
。

春
蚕
は
よ
か

っ
た
が
、
秋

蚕
は
発
育
が
悪
く
て
心
配
し
た
。

し
か
し
西
白
河
郡

の
繭

の
生
産
額
は
四
六
万
三
、
○
O
O
円
と
な
り
、
前
年

の
二

七
万
四
、
○
0
0
円
を
は
る
か
に
こ
え
た
。

大
正
三
年

に
な
る
と
米
の
相
場
が

↓
O
円
台
に
下

っ
た
。
岩
代
中
米

の
相

場
を
み
る
と
、
前
年
末

の

一
七
円
台
を
受
け
て
、
四
月

に

一
六
円

台
、
出
来
秋

の
九
月

に
は
豊
作
で

あ

っ
た
せ
い
で

↓
二
円
台

に
下
り
、

十
月
下
旬

に

一
一
円
台
、

十
二
月
に
は

一
時

一
〇
円
台
に
ま
で

下

っ

た
。
こ
の
年

の
七
月

二
十
八
日
、
第

一
次
世
界
大
戦
が
起
こ

っ
た
。

そ
の
た
め
八
月
三
日
に
東
京

・
大
阪
で
株
価
が
暴
落
、
八
月

二
十
三
日
、

日
本
が
ド
イ
ッ
に
宣
戦
布
告
、
九
月
十
四
日

に
生
糸

の
相

場
が
暴
落
し
た
。
大
正
三
年

一
月

二
十
四
日
付

の

「福
島
民
報
」
を
み
る
と
、
本
県

の
窮
民
数

は
、
直
接
救
助
を
要
す
る
も
の
三
七
〇
戸
、

二
、

二
〇
〇

人
、
生
業
扶
助

に
依

り
救
済

を
要
す
る
も

の
三
、
○
O
O
戸
、

一
万
八
、

○
O
O
人
と
あ
り
、
経
済
的
に
困

っ
て
い
る
人
が
増
え
て
き

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

大
正
四
年

に
な

っ
て
も
、
岩
代
中
米
の
相
場
は
相
変
ら
ず
安
く
、

一
月

の

一
二
円
台
か
ら
九
月
に
な

っ
て
も

一
一
円
か
ら

一
〇
円
台

(
一
時

は
九
円
台
と
な
る
)
、
豊
作
だ

っ
た
た
め
か
米
価
は
下
る
ば
か
り
で
、

十
二
月

に
は
よ
う
や
く

=

二
円
台
に
な

っ
た
。

世
界
大
戦

の
影
響
を
受

け
て
、
三
月
十

一
日
、
生
糸
の
相
場
が
さ
が
り
、
こ
の
年

西
白
河
郡
の
繭

の
生
産
額

は
三
〇
万

五
、
○
0
0
円
と
、
前
年

よ
り

↓
○
万
円
も
減

っ
て

い
る
。
少
し
ず

つ
上

っ
て
い
た
株
価
も
十
二
月

四
日
、
急

に
あ
が
り
は
じ
め
、

い
わ
ゆ
る
大
戦
景
気
が
は
じ
ま
り
物
価
も
上

り

は

じ

め

た
。大

正
五
年

に
な
る
と
岩

代
中
米
の
相
場
も
、
は
じ
め

一
一
円
と

一
三
円

の
間

に
あ

っ
た
が
、
十

一
月

に
は

一
五
円
と
高
く
な
り
、

い
く
ら
か

17

高
く
な

っ
て
き
た
。
世
界
大
戦

の
為
、

前
年

の
輸
出
超
過

一
億
七
、

五
〇
〇
万
円
に
続

い
て
、

今
年

は
四
億
円
に
も
な
り
、

大
戦
景
気
に
湧

7
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き
、
農
村

に
も
好
景
気

の
波
が
押
し
寄

せ
て
き
た
。
西
白
河
郡

の
繭

の
生
産
額

は
、
繭

の
ね
だ
ん
が
良
か

っ
た
の
で
、
四
八
万
八
、
O
O
O
円

18

と
な

っ
た
。
し
か
し
十

二
月
十

三
日
、
ド
イ

ツ
が
講
和
を
持
ち

か
け
て
き
た
の
で
、
株
価
が
大
暴
落
し
た
。

7

大
正
六
年

に
な
る
と
東
京
の
米
相
場
は
、
三
、
四
月

の

一
六
円
台
か
ら

一
気
に
高
く
な
り
、
七
月
に
二
三
円
台

に
な
り
、
出
来
秋

の
九
月
に

な

っ
て
も
相
場
は
ド
ら
な

い
で
二
二
円
台

で
あ

っ
た
。
ま
た
春
蚕

の
で
き
が
よ
く

て
繭
価
も
あ
が
り
、
西
白
河
郡

の
繭
の
生
産
量
も
前
年
よ
り

大
き
く
は
ね
上
り
、

八
〇
万
円

に
も
達

し
、
養
蚕
家
を
喜
ぽ

せ
た
。
十
月
十
二
日
、

ア
メ
リ
カ
の
輸
出
入
制
限

に
よ
り
株
価
が
暴
落

し
た
が
、

こ
の
年
の
貿
易
収
支

は
五
億
六
、
」

一
九
万
円
の
今
ま
で
に
な

い
黒
字
と
な
り
好
景
気
が
続

い
た
。
こ
こ
で
白
河

の

一
石
当

り
米
価

を
ま
と
め

て
み
る
と
、
明
治
四
十
五
年

二
〇
円
九
六
銭
、
大
正
二
年
に
は
二

一
円
三
九
銭
、
同
三
年

一
六
円

一
三
銭
、
同
四
年

一
三
円
〇
七
銭
、
同
五
年

↓
三
円
七
六
銭
、
同
六
年

↓
九
円
八
四
銭

で
あ

っ
た
。

大
正
七
年

の
東
京

の
米
相
場
は

一
月
二
三
円
台
か
ら

二
月
中
旬

二
五
円
、
..↓月
二
六
円
、

四
月

二
七
円
台
と
上
る

一
方

米

緊

動

で
、
七
月
下
旬
に
は
二
九
円

か
ら
三
〇
円
台
に
上

っ
た
の
で
、
七
月
、二
十
日
限
り
、
米
市
場

の
立
会
が
中
止
と
な

っ
て

し
ま

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
米
の
相
場
が
急

に
上

っ
た
の
で
、
白
米

の
小
売
値
も
上
り
、
郡
山

で
は
三
月
十
五
日
に
上
米

一
升

三

一
銭
五
厘

(大

正

六
年
六
月

に
二
四
銭
)、
七
月

二
十

六
日
に
は
三
六
銭
と
な

っ
た
。

富
山
県
下
新
川
郡
魚
津
町

の
漁
民

や
妻
女
た
ち
数
十
人
が
、

米
価

の
急

な
値
上
り
を

(年

の
始
め
に

一
升

二
五
銭
だ

っ
た
の
が
、
七
月

に

↓
○
銭
あ
が

っ
た
)
防
ぐ
た
め
、
七
月

二
十
三
日
、
米
の
県
外

へ
船
積
出
し

の
中
止
を
荷
主
に
要
求
し
よ
う
と
海
岸

に
集
ま

っ
た

の
が
米
騒
動
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
。
米
値
は
二
十
九
日
に
な

っ
て
も
あ
が
る
ぼ

か
り
、

小
売
値

も

一
円
で
二
升
四
合
き
り
買
え
な

い
高
他

に
、
米
騒
動
は
各
地
に
ひ
ろ
が

っ
た
。
福
島
県
で
も
八
月
卜
...口
、
福
島
市
を
皮
切
り
に
各

地
で
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
。
郡
山
で
も

八
月

十
四

.
五
日
頃

ヨ
リ
米
騒
動
騒

キ
各
地

二
起
リ
、
郡
山

モ
旧
七
月

十

一
日
ノ
夜

五
六
百

ノ
集
団
、
穀

や
古
伊
勢

や
浅

や
野

田
や
ヲ
荒

シ
其

日
盆
旧

一
二

日
ノ
花
市

ノ
晩

大
焼
打

チ
ヲ
ナ
ス
云
々
ノ
由

ニ
テ
、

巡
査
五
六
十

名
他

町

ヨ
リ
来

リ
百

名
位

一一
テ
亦
消
防
組

一
同
ヲ
出

シ
大

二
警
戌

セ
シ
為
何
事

モ
ナ
シ
、

為

・
花
市
中
止
よ

ル

(『郡
山

市
史
』)

と
八
月
十
七
日
の
夜
、
騒
ぎ
が
あ

っ
た
。
白
河

で
は
八
月
十

二
日
、
白
河
警
察
署
が
町
の
主
な
米
穀
商
人
を
集

め
て
、
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白
河
地
方
に
於
て
も
米
価

ま
す
ま
す
昂
騰
し
て
、

細
民
の
困
難

一
方
な
ら
ず
。

↓
等

米
小

売
四
〇

銭
な
り
し
が
、
又
復

一
二
日
よ
り
四

一
銭

に
値

上
げ

せ

ん
と
す
る
形
勢
あ
り
し
を
以
て
…
…
此
際
土
砂
混
入
の
不
良
米
を
売
捌
く
等
の
事
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
勿

論
、

米
商
間

に
於

て
転
売

を
な
さ
ざ

る
事
。

従
来
の
価
格
よ
り
値
上
げ

せ
ざ
る
こ
と
。

…
…
此
際
不
法
の
行
為
あ
る
に
於

て
は
容
赦

な
く
制
裁

を
加
ふ
べ
ぎ
旨

を
警
告

し
た
り

(福
島
民
友
)
。

白
河
町
で
は
町
会

・
警
察

・
米
穀
商
ら
と
緊
急
協
議
し
、
町
役
場

に
て
米
券
を
発
行
し
、

一
升
三
〇
銭

で
小
売
り
し
た
が
、
な
お
町
民

の
不

満
を
抑
え
切
れ
ず
、
十
七
日

に
は
町
が
米
穀
商
よ
り
八
斗
に

つ
き

二
六
円
に
て
買
受
け
、

一
升
二
五
銭
で
小
売
り
す
る

こ
と
に
き
め
た
。
八
月

十
九
日
、
約

二
〇
〇
人

の
群
衆
が

↓
団
と
な

っ
て
、
町

の
米
商

の
店
に

「強
談
」

し
た

の
で
、
煽
動
者

と
認
め
ら
れ
た
者
が
警
察

に
連
れ
て
行

か
れ
た
。

八
月

二
十
六
日
付
の

「福
島
民
友
」
は
、
白
米

↓
升
を
矢
吹
町
と
白
坂

・
川
崎

・
中
畑
村
で
は
三
〇
銭
で
売

っ
て
い
る
と
あ
り
、

二

十
八
日
付

の

「福
島
民
友
」
は
新
米

の
出
回
る
ま
で
、
白
河
の
米
は
移
出
を
禁
ず
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る

(
『白

河

市
史
』ド
)。

市
や
町
で
は
か
な
り
の
騒
ぎ
が
あ

っ
た
が
、
矢
吹
町

で
は
た
い
し
た
艀
も
な
く
て
す

ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
出
来
秋
が
き

て
も
米
価

は
た

い

し
て
下
ら
な
い
。
か
え

っ
て
十
月

三
二
円
台
、
十
二
月

に
な
る
と
三
七
円

か
ら
.二
八
円
台
と
、
値
上
り
し
て

い
る
。

ま

ゆ

大
正
七
年

の
繭
価
が
前
年
よ
り
高
値
で
あ

っ
た
の
で
、
西
白
河
郡

の
繭

の
生
産
量
は
前
年

と
同
じ
位
で
あ

っ
た
が
、
生
産
額
は
九
二
万

↓
、

○
○
○
円
と

ふ
え
て
い
る
。

こ
の
年

の
十

.
月
十

一
日
第

↓
次
世
界
大
戦
が
終

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
今
ま
で
船
を
輸
出
し
て
い
た
小
さ
な
造
船
所
は
、
仕
事
が
な
く
な

っ
て
閉
鎖
す
る
も
の
が
続
出
し
、
早
く
も
そ

の
影
響
が
出
は
じ
め
た
。

大
正
八
年

に
な
る
と

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
注
文
が
ふ
え
て
き

た
生
糸
の
市
場
が
活
況
を
呈
し
て
き
た
。
福
島
市
場
の
生
糸
標
準
相
場
は
、
銘
柄

「金
杯
」
(
九
貫
目
)
で
四
月
五
日
八
一..○
円
、

五
月
八
日
九
〇
〇
円
で
あ

っ
た
の
が
、

六
月
十

一
日

一
、
〇

一
〇
円
、
七
月
四
日

↓
、

二
五

〇
円
、
十
月
十
四
日

一
、
三
五
〇
円
、
十

一
月
十
九
日

一
、

五
九
〇
円
と

.
気

に
あ
が

っ
て
終

っ
た
。
し
た
が

っ
て
西
白
河
郡
の
繭

の
生
産
量

は
前
年

よ
り
多
く

2

・
.一↓六
倍
)
、
生
産
額
も
前
年

の
二
倍
近

い

↓
七
六
万

二
、

○
○
○
円
と
な
り
、

戦
後

の
好
景
気

に
つ
つ
ま
れ
た
大
正

八
年
で
あ

っ
た
。

ま
た
東
京

の
米
相
場
を
み
る
と
、
四
月
に
は
三
〇
円
台

に
L
り
、
十
月
に
は
と
う
と
う
四

一
円
台
に
は
ね
上
り
、
十

二
月
に

197

は
五
〇
円
台

へ
値
上
り
し
て
し
ま

っ
た
。

い
つ
の
ま
に
か
米
騒
動
で
騒

い
だ
昨
年

の
二
倍

に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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大
正
九
年

に
な
る
と
、
昨
年

か
ら
貿
易
収
支
が
輸
入
超
過

に
な
り
、

三
月
の
赤
字
が

一
億

三
、
五
四
六
万
円
に
な
り
、

大

戦

後

の

不

況

三
月
十
五
日

に
は
株
価
が
暴
落
し
、
大
戦
後
の
恐
慌
が
は
じ
ま

っ
た
。
福
島

の
生
糸
標
準
相
場
は
銘
柄

「
金
杯
」
が

一

月

二
十

三
日
に
二
、
三
〇
〇
円
だ

っ
た

の
が
、

二
月
十
三
日

に
は
二
、
○
○
○
円

に
な
り
、
四
月

四
日
に
は

一
、
九
五
〇
円
と
二
、
○
○
○
円

台
を
割

り
、
七
月

五
日
に
は
ぐ
ん
と
値
下
り
し
て
七
三
〇
円
、
十
月

三
十
日
六
九
〇
円
、
十

二
月
十
日
六
六
〇
円
と
、

一
月
の
三
分
の

一
以
上

の
値
下
り
に
な

っ
た
。
西
白
河
郡
の
こ
の
年
の
繭

の
生
産
額
を
み
る
と
、
前
年

の
約

二
分

の

一
の
五
二
万
五
、
O
O
O
円

に
落

ち
こ
み
、
農
村

に
も
不
景
気

の
風
が
吹
き
は
じ
め
た
。
東
京
の
米
相
場
を
み
て
も

一
月

の
五

一
円
台
か
ら
、
四
月
中
旬
が
四

一
円
、
六
月
中
旬

に
三
〇
円
、
九

月
下
旬

に
は

二
七
円
台
に
な

り
、
十

一
月

に
は
と
う
と
う
二
三
円
台

に
ま
で
下

り
、

一
月

の
半
分
以
下

に
値
下
り
し
て
し
ま

っ
た
。
福
島
市

の

白
米
小

売
の
値

だ
ん
を
み
る
と

一
月
上
旬

に
六
〇
銭
だ

っ
た

の
が
、

四
月
か
ら
ぐ

ん
ぐ
ん
安
く
な
り

(
四
月
上
旬
五
八
銭
、
中
旬

五
七
銭
、
下

旬

五
三
銭
)、
十
月
十
四
日

に
四
〇
銭
、
十

一
月
十
三
日

に
は
三
七
銭
、
十

二
月
二
十
八
日
に
は
三
〇
銭
ま
で

に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
米
価
が
安
く
な

っ
た
の
で
、
帝
国
農
会
等
で
は
、

そ

の
対
策

の

一
つ
と
し
て
、

各
府
県
に

「
投
売
防
止
」
「
三
五
円
以
下
で
は

米
を
売
ら
な
い
」
を
要
請
し
、
之
を
受
け
て
県
農
会
は
郡
市
農
会
、
町
村
農
会
を
通
し
て
投
売
防

止
を
呼
び
か
け
た
。

四
月
株
価
、
商

品
相
場
が
暴
落
し
、

六
月

に
入
る
と
各
地

の
織
物
地
、
織
物

の
投
売
、
地
元
呉
服
店

・
洋
品
店
等

の
投
売

り
、
安
売
り
が
行

わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

明
け
て
大
正
十
年

に
な
る
と
、
五
月
に
な

っ
て
物
価
が

]
三
ヵ
月
ぶ
り
に
上
昇

し
、
株
価
も

六
月
に
上
り
、

一
時
取
り
戻
し
た
が
、
九
月
に

は
ま
た
下
落
し
は
じ
め
た
。

こ
の
年
の
貿
易
収
支

は
毎
月
輸

入
超
過
と
な
り
、
年
間

三
億

六
、

=
三
二
万
円
の
赤
字

に
な

っ
た
。
東
京

の
米
相

場
を
み
る
と
、
前
年
十

二
月
の
二
七
円
台
を
受
け
て
七
月
ま
で
き
た
が
、
八
月
に
三

一
円
台

に
上
り
、
九
月
上
旬

三
五
円
、
十
月
四

一
円
、
十

一
月

四
四
円
と
値
上
り
を
続
け
、
十

二
月
に
は
三
八
円

に
落

ち
つ
い
た
。

西
白
河
郡
の
繭

の
生
産
額
は
四
四
万
六
、
0
0
0
円
と
、
前
年
よ
り

落
ち
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
況
の
時
、
十

一
月
十
七
日
、
日
銀
総
裁
井
上
準
之
助
が
関
西
銀
行
大
会
で
、
消
費
節
約
を
提
唱
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
消
費
節
約
運
動
が
起
こ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

大
正
十

一
年

に
な
る
と
、
四
月
に
生
糸
市
況
が
好
転
し
、
七
月

に
は
貿
易
収
支

が
二

一
ヵ
月
ぶ
り
に
輸
出
超
過
と
な
り
、
生
糸
の
輸
出
量
、

720
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価
格
と
も
輸
出

の
四

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
た
。
こ
の
た
め
西
白
河
郡
の
繭

の
生
産
額
は
七
四
万
九
、
0
0
0
円
と
、
前
年
に
く
ら
べ
て
大
幅

に
の
び
た
。
東
京
の
米
相
場
は

一
月
三
六
円
台
で
は
じ
ま
り
、
七
月
の
端
境
期

の
三
八
円
台
を
最
高
と
し
て
、
十
月
二
七
円
台
に
な
り
、
十

二

月

に
は
二
五
円
台
に
値
下
り
し
て

い
る
。

農
家
が
最
も
頼

み
と
し
て
い
る
米

を
作
る
の
に
、

一
体
ど

の
位
経
費
が
か
か
る

の
で
あ

ろ
う
か
。
帝
国
農
会
が
発
表
し

震

家

の

経

済

た
大
正
十

一
年

の

「米
生
産
費
調
査
」
の
福
島
県
の
分

に
よ
る
と
、
米
を
生
産
す
る
費
用
は
自
作
農
で
反
当
り
九

四
円

五
九
銭
か
か
る
。

こ
の
う
ち
種
子
代

・
肥
料
代

・
農
具
費

・
人
夫
賃
な
ど
、

直
接

か
か
る
費
用
が
六
六
円
八
五
銭
あ
り
、

そ
の
ほ
か
に
農

舎

費
、
税
金
な
ど
か
な
り
の
経
費
が
か
か
る
。

こ
れ

に
対
し
て
反
当
生
産
額

は
合
わ
せ
て
七
四
円
六
七
銭
で
、
全
体

で

一
九
円
九

二
銭
の
赤
字
に

な
る
。
ま
た
小
作
農
は
、
米
を
作
る
直
接
経
費
が
六
〇
円
三

二
銭
、
そ
れ
に
小
作
料
が

二
八
円

一
　
銭
で
合
わ
せ
て
八
八
円

八
四
銭
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
生
産
額
は
七
二
円
五

一
銭
で
、
差
引

一
六
円
三
三
銭

の
赤
字
に
な
る
と
い
う

(『福
島

県
史
』)。

つ
ぎ
に
養
蚕

に
つ
い
て
は
、
県
養
蚕
同
業
組
合
で
嘱
託
し
た

一
〇
人
の

「蚕
種

一
枚

の
掃
立

て
の
収
支
決
算
の
調
査
」

に
よ
る
と
、

大
正
十
年
の
春
蚕
は
、
支
出
五
〇
円
九
七
銭
五
厘
、
収
入
四
五
円
六
七
銭
二
厘
で
、
差
引
五
円
三
〇
銭
三
厘
の
赤
字
。
秋
蚕
は
支
出
三
八
円
六
四
銭
三
厘
、

収
入
が
三
一
円
九
〇
銭
五
厘
で
、
差
引
六
円
七
三
銭
八
厘
の
赤
字
。

大
正
十

「年
の
春
蚕
は
、
支
出
五
五
円
四
六
銭
六
厘
、
収
入
六
三
円
九

一
銭
五
厘
で
、
差
引
八
円
四
四
銭
九
厘
の
黒
字
。
秋
蚕
は
、
支
出
四

一
円

一
六
銭

一

厘
、
収
入
四
「
円
七
五
銭
九
厘
で
、
九
九
銭
九
厘
の
黒
字

(福
島
民
報
)。

と
な
り
、
繭

の
値
だ
ん
が
農
家
の
経
済
に
す
ぐ

に
ひ
び
い
て
く
る
よ
う
す
が
わ
か
る
よ
う
な
数
字
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
物
価
を
み
る
と
、
第

↓
次
世
界
大
戦
後
、
急

に
高
く
な

っ
て
き

て
い
る

(第
63
表
)
。
そ
の
た
め
、

農
業
所
得
だ
け
で
は
、

物
価

の
値
上
り
に
追

い
つ
け
な

い
で
、
家

の
経
済
が
赤
字
に
な
る
の
で
、
赤
字
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
、
農
業
以
外
か
ら
何

に
か
収

入
の
道

を
考
・見
て
、
家
計
の
収
支
を
合
わ
せ
た
り
、

い
く
ら
か
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
を
し
た
い
。
先
祖
か
ら
受
け

つ
い
だ
田
畑
を
耕
し
て
い
る
だ
け
で

は
、

家
計

の
や
り
く
り
が

で
き
な
く
な

っ
て
き
た

(第
64
表
)
。
し
か
し
ど
ん
な
に
や
り
く
り
し
て
も
、

ど
う
し
て
も
家
の
経
済
が
赤
字

に
な

21

っ
て
し
ま
う
年
が
第
65
表

の
よ
う
に
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
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第
63
表

わ
が
国
の
物
価
指
数

(明
治
三
十
三
年
を

一
〇
〇
と
す
る
)

総

.平

均

穀

類

七
品
平
均

衣

料

西
品
平
均

肥

料

三品
平
均

6嗜 食
ロ

翠好料
均料品

第
65
表

農
家
の
収
支

年

次

明
治
四四年
～
大
正

四年
平
均

大
正

五

～

八年
平
均

大
正

九

～

三
年
平
均

八 ニ ニ
ニニ ナ]ナ]

三
七

二
五
二

二
七
八

一
三

三
五

二
四
五

二
四

一七
七

一三
三

一 一 五
〇 八 三

 

第
64
表

わ
が
国
農
業
経
済
の
変
せ
ん

(農
商
務
省
食
料
局
の
米
穀
統
計
に
よ
る
)

年

次

緬
憐
の
別
蚕

業
所
得

大
正
二

大
正
一
四

小 自

f乍 作

 

自

作

小

作

一、
O
O
O
円

六
6

八 四
八 六
六 五

B
農
外
所
得

四 三
六 四

円

 

三
一穴

一三
七

C
農
家
所
得

(
A
+
B
)

一
、三
三
四
円

八
五
六

一
、
七九
三

一
、
=
三

D
家

計

豊

D
÷
C

七 九四 一ヒゴ
四 四

円

、
九 三三 〇
八 こ=二

八 七 八 七
三 二 六 三
五 六 九 〇

%

年

次

大
正

三四五六七八九
6二三

収

入円

一、
O
昊
・
九
二

二
五
九
・
六
〇

六
八
・八
六

二
七
丁
七
九

五
〇
五
三
〇

二
五
亦
五
二

二
究

・九
五

三
二
・四
七

二九
〇
・九
三

冗
五
孔
八

支

出円

四
冗
λ
=

三
〇
八
・
四
三

三
六
・
O
二

三
一一
・
四
七

三
八
五
・
ハ
〇

六
=
・三
〇

二
究

・五
二

量
六
・登

三
6
・2

三
五
・
=

(『
隔
島
県
民
の
歴
史
』
よ
り
)
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(『
福
島
県
史
18
』
)

大
正
十
二
年

に
な
る
と
、
四
月
末
ま
で
高
値
を
続
け
て
い
た
生
糸

の
市
況
が
、
五
月

に
な

っ
て
値
下
り
を
は
じ
め
た
。

関

東

大

震

災

そ
の
た
め
白
河
地
方

の
繭
値
が
値
下
り
し

(福
島
民
報
)
、

六
月
二
十

二
日
に
は
大
正
二
年
以
来
の
豪
雨
が
あ

っ
た
。

九
月

一
日
午
前

=

時

五
八
分
四
四
秒
、
関
東
地
方

に
大
激
震
が
あ
り
、
東
京
は
焼
野
が
原
と
な
り
、
津
波
が
襲
来
し
、
流
言
が
と
ん
で
人

心
が
動
揺
し
た
。

こ
の
大
地
震
で
、
関
東
の
経
済
界
は

一
時

ス
ト

ッ
プ
し
た
が
、
よ
う
や
く
動
き
出
し
て
復
興

の
き
ざ

し
が
見
え
は
じ
め
て
く

る
と
、
物
価
は
生
活
必
需
品
、
建
築
材
料
を
中

心
に
値
上
が
り
を
は
じ
め
た

(
こ
の
値
上
が
り
は
、

大
正
十
四
年

一
月
ま
で
続
く
)。

こ
の
年

の
東
京

の
米
相
場
は
、

一
月
三
二
円
五
三
銭
、
二
月
、
三
月

二
〇
円
台
、
四
月
三
〇
円

一
五
銭
、
五
月

一、二

円

一
八
銭
、

六
月
か
ら
三
四
円
-

三
五
円
台

で
、
こ
の
年

の
作
柄

は
平
年
作
で
あ
る
。



第二章 大正期の矢吹

そ
う
し
て
こ
の
年
も
貿
易
収
支

は
五
億

三
、

四
四
八
万
円
の
赤
字
と
な

っ
た
。

大
正
十
三
年

に
な
る
と
、
関
東
大
震
災
の
復
興
景
気
も
さ
ほ
ど
で
は
な
く
、

二
月

に
物
価
が
値
下
か
り
を
は
じ
め
、
三
刀

に
は
外
国
為
替
相

場
が
下
落

し
、

三
月
の
貿
易
収
支

は

一
億
九
、
〇
九
七
万
円
の
赤
字
と
な

っ
た

(年
間
で
は
こ
れ
ま
で
の
最
高
の
六
億
四
、

六
三
七
万
円

の
輸

入
超
過
に
な
る
)。

五
月

　
日
朝

の
大
霜
で
、
西
白
河
郡
の
桑
畑
は
ほ
と
ん
ど
全
滅
の
あ
り
さ
ま
で
、
各
町
村

の
被
害

は
み
な
五
割
以
上
、
矢
吹
町
の
被
害
は
特

に
ひ
ど
く
、
被
害
反
別
と
金
額

は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ

っ
た
と

(第
66
表
)
福
島
民
報
は
報
じ
て

い
る
。

福
島
県

の
生
糸
の
標
準
相

場
を
み
る
と
、
銘
柄

「金
盃
」
が

一
月
十

二
日
、

一
、

.
ヒ
O
円
、
四
月

二
卜
.
一日

一
、
〇

三
〇
円
、

六
月

一
日

八
三
〇
円
と
値
ド
り
を
続
け
て
い
る
が
、

わ
が
国

の
生
糸

の
輸
出
量

は
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
る

(
ア
メ
リ
カ
の
好
景
気

に
よ
る
)。
東
京
の
米

相
場
は

↓
年
通
し
て
一.石

円
-

四

一
円
台
で
、
前
年
よ
り
値
上
り
し
て
い
る
。

大
正
十
四
年

一
月
、
政
府

は
正
貨
現
送
、
在
外
正
貨
払
下
再
開
を
発
表
し
た
の
で
、
二
月
か
ら
為
替
相
場
が
好
転
し
た
。
し
か
し
三
月
に
は

不
景
気

の
た
め
、
大
学
中
途
退
学
者
が
多
く
な

っ
た
。
東
京

の
米
相
場
を
み
る
と
、
四
〇
円
か
ら
四
四
円
台
を
上
下
し
て
い
た
が
、
十
月
ご
ろ

よ
り
値
下
が
り
は
じ
め
、
十

二
月
に
は
三
六
円
台

に
ま
で
な

っ
た
。
ま
た
こ
の
年

の
西
白
河
郡
の
繭

の
生
産
額
は

一
四

↓
万

二
、
○
○
○
円
と

好
況
で
あ

っ
た
。

大
臣
十
五
年
、
東
京
の
米
相
場
は
、
ど
ん
ど
ん
値
下
が

り
す
る
ば

か
り
で
、

一
月
三
七
円
七
九
銭
と

第
66
表

大
正
十
三
年
五
月
十
三
日

の
矢
吹
町
の
霜
害

な
り
、
端
境
期

に
は
四
〇
円
台
に
値
上
が
り
し
た
が
、
九
月
三
ヒ
円
七
六
銭
と
値
ド
り
を
は
じ
め
、
十

地
区
別

中
畑
地
区

三
神
地
区

矢
吹
地
区

西
白
河
郡

被
害
反
別反

一

一
、
〇
四
五

九
三

五
三

一六
、
四
三
〇

被
害
金
額貝

二
七
、
一七
三

一三
、
ゴ三
〇

一三
、
三
二
〇

四
〇
五
、
五
〇
七

二
月

に
は
三

一
円
〇
八
銭
ま
で
に
な

っ
た
。

ま
た
四
月

に
は
、
為
替
相
場
が
高
騰
し
て
、
生
糸

・
綿
糸

の
市
況
が
悪
く
な
り
、
九
月
下
旬

に
は
貿
易

不
振
の
た

め
生
糸

・
綿
糸
相
場
が
暴
落
し
、
十
二
[月
十
八

日
に
は
、
全
国

の
製
糸
会
社
が
三
十

一
日
ま
で
操
業
中
止
と
な

っ
た

(近
代
日
本
綜
合
年
表
)。

こ
れ

は
ア
メ
リ
カ
の
人
造
絹
糸

の
市
場
が
、
日
本

の
生
糸

に
と

っ
て
代
ろ
う
と
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。

23

五
月
十
五
日
朝
、
白
河
地
方
に
大
霜
が
あ

り
、
矢
吹

・
川
崎
の
早
生
桑
が
全
滅
し
た
が

(福
島
民
報
)
、

7
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第
67
表

大
正
十
五
年
三
月
矢
吹
町
で
協
定
し
た

農
業
手
間
賃
表

ω

農
業
手
間
賃

季

節

男

自
春

彼

岸
至
苗

代

問

自
苗

代
至
田

植

前

間

自
田
植

初

メ
至
田
植
揚

リ
間

自
田
植

揚

リ
至
二
番
草
終
り
間

自
二
番
草
終
り
至
秋

初

メ

間

自
秋

初

メ
至
秋

終

り

問

自
秋

揚

塾

久
、器

蜘

間

円
一
三
〇

7
三
〇

丁
四
〇

丁
二
〇

一・
O
O

=
6

T
OO

女円
O
・八
〇

一
・O
O

一
・四
〇

T

O
O

O
・
八
〇

マ

O
O

O
・
八
〇

②

桑
摘
賃

養
蚕

の

時

期

一

畑
の
距
離

鯛
曙
劔

春

蚕

秋

蚕

晩
秋
蚕

近
き
桑
畑

遠
ぎ
桑
畑

近
き
桑
畑

遠
き
桑
畑

近
き
桑
畑

遠
ぎ
桑
畑

四
銭
以
内

五
銭
以
内

五
銭
以
内

六
銭
以
内

四
銭
以
内

五
銭
以
内

第
68
表

福
島
の
賃
銭

724

 

年

次

大
正

四八三

農

作

男

普

一
日

円
O
西
O

T
O
O

T
四
〇

養
蚕
雇
女

普

一
日

一 一 〇

λ 三 三 円
oo五

大

工

普
円

O
・奎

〒
且
〇

一;

O

こ
の
年

の
西
白
河
郡

の
繭

の
生
産
額
は
、
七
二
万
八
、

大
正
十
五
年
三
月
、
矢
吹
町
役
場
と
矢
吹
町
農
会

は
、

表
)。農

業
の
手
間
賃
も
、
年

々
高
く
な

っ
て
い
る
が
、

ぎ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る

(
第
68
表
)。

さ
て
大
正
七
年

の
米
騒
動
以
後
、
白
河
の
米
価
は
、

年
四

一
円

一
〇
銭
、
同
十

一
年
三
二
円
六
〇
銭
、

五
年
四
二
円

二
〇
銭
で
、

(近
き
桑
畑
と
は
居
宅
よ
り
6

町
以
内
と
す
)

○
○
○
円
と
ま
あ
ま
あ

の
出
来

で
あ

っ
た
。

農
蚕
業
務
の
労
銀
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
す
る
よ
う
、

(
『福
島
県
史
』
18
)

協
定
表

を
発
表
し
て
い
る

(第

67

福
島
の
農
作
男
、
養
蚕
女
の
手
間
賃
の
移
り
か
わ
り
は

『福
島
県
史
』
18

に
よ
る
と
、

つ

大
正
七
年

三
二
円
七
四
銭
、
同
八
年

五
五
円
三
〇
銭
、
同
九
年
五
五
円
七
〇
銭
、
同
十

同
十
二
年
三
三
円

二
五
銭
、
同
十
三
年
四
三
円
○
○
銭
、
同
十
四
年
四
五
円
八
〇
銭
、
同
十

大
正
九
年
が
最
高
の
ね
だ
ん
と
な

っ
て
い
る
。

大
正
十
五
年
も
押
し
せ
ま

っ
た
十
二
月

二
十

五
日
、

御
病
気

の
た
め
大
正
天
皇
が
な
く
な
り

(
四
八
歳
)
、
摂
政
裕
仁

大
正
よ
り
昭
和

へ

親
王
が
天
皇
の
位

に
つ
か
れ
、
年
号
も
昭
和
と
改
ま

っ
た
。
こ
う
し
て
大
正
時
代
が
終
り
、
新
し

い
昭
和

の
時
代

に
な

っ
た
。
し
か
し
東
京

の
米
相

場
は
相
変
わ
ら
ず
値
下
が
り
を
続
け
、
昭
和
五
年
十
月
に

一
九
円

一
銭
、
同
六
年
十
月
に
は

一
七
円

四
二
銭
に
ま



で
落

ち
こ
ん
で
し
ま

っ
た
。

昭
和

二
年

三
月
十
五
日
、
東
京
渡
辺
銀
行

・
赤
字

銀
行
が
休
業

し
、
京
浜
地
方

の
銀
行

の
取
り
つ
け
が
起

り
、
休
業
す
る
銀
行
が
相

つ
い
で

出
は
じ
め
た
。

い
わ
ゆ

る
金
融
恐
慌

で
あ
る
。

こ
の
恐
慌

は
昭
和

四
年

の
世
界
恐
慌
に
つ
な
が

っ
て
行
き
、
深
刻
な
不
況
時
代
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る

の
で
あ

る
。

(石
井

亘
)

第
三
章

戦

時

下

の
矢

吹

一

恐

慌

下

の
矢

吹

O

農
村
恐
慌
と
生
活

第三章 戦時下の矢吹

さ

つ
り
く

こ
れ
か
ら
し
ぼ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
は
不
安
と
動
乱
と
殺
鐵

の
時
代

の
歴
史
を
見
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る
。
昭
和
の
幕
明
け

昭
和
の
は
じ
ま
り

が
そ
れ

で
あ
る
。

明
治
を
陽
性
の
時
代
に
た
と
え
れ
ぽ
、
大
正
の
時
代
は
何
と
な
く
陰
性

で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
日
本
近
代
初
動
期

に
お
け

る
恐
し
い
ぽ
か
り

に
火
を
ふ
い
た
国
民

エ
ネ

ル
ギ

ー
が
、
国
際
社
会

の
洗
礼
を
浴
び
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
た
わ
め
ら
れ
、
初
め
て
国
際
人
と
し
て
好
況

・
不
況
を

経
験
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
名
で
よ
ぼ
れ
る
思
索
的
な
世
界

の
招
来

に
も
成
功

し
た
。

25

せん
そ

大
正
十
五
年

(
一
九

一
六
)
十

二
月
二
十
五
日
、
大
正
天
皇

の
崩
御
に
よ
り
、
即
日
、
裕
仁
親
王

(今
上
天
皇
)
が
践
柞
、
翌
二
十
六
日
に

7
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